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は じ め に 

 
 
我が国の水道事業は、人口減少等の経営環境の変化や施設更新の需要増大、

専門職員の人材不足など様々な面で喫緊の課題を抱え、大きな転換期を迎えて

います。 
 
これまでの水道は市民生活や経済活動を支える重要なライフラインとして

「安全で良質な水を安定的に供給する」システムを構築してきました。 
しかし、人口減少社会という大きな転換期を迎え、さらなる経営の基盤強化

と財政マネジメントの向上が必要です。 
国からも「水道事業の広域連携の推進について（H28.3.2 厚生労働省）」や「市

町村等の水道事業の広域連携に関する検討体制の構築等について(H28.2.29 総

務省）」の通知がなされるなど、人口減少社会における持続可能な水道システム

を確立することが求められています。 

 

兵庫県では国の通知に先んじて開始された「水道事業の今後のあり方を考え

る会」での検討を経て、平成 28 年５月に「兵庫県水道事業のあり方懇話会」を

設置し、日本の縮図といわれる兵庫県の特性を踏まえて、広域的な対応を検討

すべきとの認識のもと、各地域等で検討を進め、議論を深めてきました。 
 
このたび、これまでの議論を踏まえ、事業体である市町等自らによる不断の

経営努力に加えて、①地域特性に即した対応方策、②専門職員の確保・育成に

向けた仕組みづくり、③国に対する財政措置等の提案について取りまとめまし

た。 
 
本年、兵庫県が県政１５０周年を迎えることを契機に、５０年後・１００年

後を見据え、先人たちが築き上げた水道システムを託された県・市町等の関係

者が、一丸となって知恵を出し合いながら、具体的な対策に早急に取り組まれ、

未来への扉を開く襷（たすき）を繫がれることを期待します。 
 
 
 
平成３０年３月 
 

兵庫県水道事業のあり方懇話会 
座 長 佐 竹 隆 幸（関西学院大学大学院教授） 
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Ⅰ 水道事業をめぐる現状と課題 
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１ 県内水道事業の現状 

兵庫県内の水道普及率は 99.8％（全国６位）に達するなど、明治 33 年の神戸市水道

の供用開始以来、県民生活や経済活動を支える必要不可欠なライフラインとして、県内

全域において着実に構築が進められてきた。 

現在は、42 事業体によって給水が行われており、その内訳は、末端給水が 40 事業体

(25 市 12 町、３企業団)、用水供給が２事業(県、１企業団)となっている。 

平成 27 年度決算においては、全体の 86％にあたる 36 事業体が経常黒字を維持して 

おり、その結果、水道事業全体の収支は＋143 億円の経常黒字(平成 16 年度から 12 年 

連続の経常黒字）となっている。なお、不良債務の発生など、資金に不足が生じている

事業体はない。 

一方、料金収入の規模は、平成 19 年度をピークに徐々に減少し続けている。それに 

伴い一般会計からの繰出金は増加傾向にあり（図－１）、繰出金への依存度を高める 

ことで経常黒字を維持している事業体もある。 

各自治体の財政運営が厳しさを増す中、今後の人口減少等に伴う水需要の減少、施設

の老朽化等に伴う更新需要の増大などを考慮すると、将来にわたり水道事業を維持する

ことが困難となる事業体の発生も懸念される。 

また、収支上の課題だけではなく、高齢化等に伴う専門職員の確保・育成などの喫緊

の課題にも直面していることを考慮すると、今後、経営環境は更に厳しさを増すことが

想定されている。 

なお、都市、中山間など多様な地域特性を有する本県の特徴として、水道事業を取り

巻くこれらの諸課題(人口減少、施設の老朽化、専門職員の不足など)についても地域に

よる状況の差が大きい。 

  

図－１ 兵庫県内の料金収入・一般会計繰出金の推移（末端給水事業） 

                      （出典）地方公営企業決算状況調査（兵庫県市町振興課） 
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２ 主な課題と地域別の特徴 

（1）人口減少等に伴う水需要の減少 

本格的な人口減少に対して、本県では、「兵庫県地域創生戦略」による人口対策（自

然増対策・社会増対策）を実施することにより、2060 年において人口 450 万人を目指

すこととしている。 

一方、人口対策を講じず今後も現行のまま推移すると仮定した場合、2060 年におけ

る本県人口は、2010 年比▲34.6％の 366 万人（約▲190 万人）まで減少すると推計され

ている（図－２）。 

各市町が今後の料金収入の減少を踏まえた対応方策を検討するにあたり、その前提と

して厳しい人口減少率を想定しておくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 兵庫県人口の推移 

（出典）実績：兵庫県の人口の動き（H28.3）、予測：兵庫県地域創生戦略（H28.3 改定） 

 

 

このような人口減少及び節水意識の高まりなどに伴う水需要の減少により、今後、各

事業体の料金収入は大きく減少するとともに、現在の施設規模が需要に対して過大とな

ることが想定される。 

なお、県内の人口減少率には大きな地域格差があり、神戸・阪神地域などの都市部で

は比較的緩やかに人口減少が進行するのに対して、但馬・淡路地域などの中山間部では

急激に人口減少が進行するため、特に小規模事業体では今後更に大きな支障が生じるこ

とが懸念されている（図－３）。 
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                    （出典）兵庫県将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所推計結果 

図－３ 兵庫県内各地域の人口変化率の推移 
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（2）施設の老朽化等による更新需要の増大 

高度経済成長期に集中的に整備された水道施設が現在、更新時期を迎えており、本県

でも法定耐用年数を超過した水道管路の割合が15.5％（平成27年度、全国平均：13.6％）

になるなど、施設の老朽化は年々進行している。このような状態は、早期に事業を始め

た阪神南地域などの都市部において特に顕在化している（図－４）。 

一方、１年間に行われる管路の更新は全体の0.55％（平成 27年度、全国平均：0.74％）

に留まっており、老朽化の進行に対して更新が遅れている（図－５）。 

また、県内の基幹管路の耐震適合率※は 40.9％（平成 27 年度、全国平均：37.2％）

と、近年は横ばいで推移しており耐震化も進んでいない（図－６）。 

水道施設の更新・耐震化が適切に実施されない場合、安全な水を安定的に供給できない

だけでなく、全国で頻発する災害での状況に照らしても、断水が長期化するなど、住民

生活に甚大な影響を及ぼすことが懸念される。 
 

※耐震適合率：耐震性及び耐震適合性を有する管の占める割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）水道統計調査（厚生労働省） 
 

図－４ 管路の老朽化※率の推移及び各事業体の管路の老朽化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（出典）水道統計調査（厚生労働省） 

図－５ 管路の延長及び更新率の推移 
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（出典）水道統計調査（厚生労働省） 

図－６ 基幹管路の耐震適合率の推移 

 

 

（3）専門職員の確保・育成 

各市町における定員削減、団塊世代の退職などにより、県内の水道事業に従事する

職員数は、最近 10 年間（平成 18 年度→平成 27 年度）で 458 人減少（▲約 2 割）して

いる（図－７）。 

また、年齢構成についても、専門職員は 50 歳代以上が約 4 割以上を占める一方、

20 歳代以下は 1 割程度となっており、20 歳代の職員がいない事業体もあるなど、

高齢化が進んでいる（図－８）。 

このような現状に対して、多くの事業体から、専門職員の不足に対する将来への強い

危機感が示されており、特に、今後の施設の更新需要を見据えて、「計画策定」、「設計・

積算」、「設計施工（更新）」などの分野で大きな不安を抱えている実態が浮き彫りと

なっている（図－９）。 

このような職員の高齢化や専門職員不足の傾向は、中山間部を中心とする小規模

事業体において特に顕著である。 

 
図－７ 県内市町水道事業に従事する職員数の推移 

879 854 865 857 828 809 766 751 746 746

1709 1616 1587 1577 1531 1482 1474 1429 1418 1384
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（出典）地方公営企業決算状況調査（兵庫県市町振興課） 
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３ 各類型における顕著な傾向 

水道事業を取り巻く主な課題について、今後の議論の参考とするため、都市部、都市

近郊、中山間部における顕著な傾向を類型化すれば下記のとおりとなる。 

 

（1）都市部 

・当面、経営への影響は限定的であるものの、人口減少は緩やかに進展している。 

・水需要の減少に伴い、施設稼働率が低下し、現在の施設規模が需要に対して過大な

状況が生じることが見込まれる。 

・高度経済成長期の人口急増にあわせて集中的に整備が進んだ地域が多く、施設の

更新需要が増大している。 

・現在は、専門職員が確保されている事業体が多いものの、高齢化が進んでいること

から、将来的には技術の継承が困難となる。 

 

 

 

図－８ 県内水道事業に従事する技術職員の年齢構成 

（出典）H27 県内水道事業体へのアンケート（兵庫県市町振興課、生活衛生課、企業庁水道課） 
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556人

540人

0 200 400 600

20代以下
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50代以上

（人）

20 代の技術系職員がいない事

業体は 42 事業体中 18 事業体 

図－９ 専門職の確保状況に関するアンケート結果 

※将来はおおむね 20 年後を想定しており、計 40 事業体のうち「確保できている」と考えている事業体数  
（出典）H27 県内水道事業体へのアンケート（兵庫県市町振興課、生活衛生課、企業庁水道課） 

■現状 ■将来 
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（2）都市近郊 

・人口減少が大きく、将来にわたって経営を維持するためには、更なる経営合理化が

必要である。 

・現在は、都市部と比較すると更新時期を迎えている施設が少ないものの、耐震化や

水需要の減少に伴う施設稼働率の大幅な低下（余剰施設の増加）など、今後の施設

のあり方に多くの検討課題を抱えている。 

・高齢化等に伴う専門職員の不足が顕在化していることから、支援の仕組みづくりが

必要である。 

 

 

（3）中山間部 

・既に人口減少が深刻化しており、将来にわたって経営を維持するためには、更なる

経営合理化に迫られている。 

・現在は、都市部と比較すると更新時期を迎えている施設が少ないものの、耐震化や

水需要の減少に伴う施設稼働率の大幅な低下（余剰施設の増加）、点在する小規模 

集落への対応など、今後の施設のあり方に多くの検討課題を抱えている。 

・高齢化等に伴う専門職員の不足が深刻化していることから、早急な支援の仕組み 

づくりが必要である。 

・簡易水道を上水道に統合したものの、浄水場や配水池の統廃合や管路の一元化など

といった施設の合理化が進んでいない事業体が多く、将来にわたって経営を維持 

するためには、新技術の活用など更なる経営合理化だけではなく、一般会計からの 

追加支援など新たな財政負担が必要となる。 

 

 

 

４ 水道事業をめぐる国の動き 

（1）戦略的アプローチの推進 

   厚生労働省は、水道を取り巻く環境が大きく変化していることから、今後も全ての

国民が継続的に水道の恩恵を享受できるよう、今後、当面の間に取り組むべき事項、

方策を提示した新水道ビジョンを平成 25 年３月に策定した。 

これを受けて、水道事業体は課題解決のための基本的な取組として、施設の再構築等

を考慮した｢アセットマネジメント｣の実施並びに｢耐震化計画｣等の計画策定

が必須事項となり、これらを戦略的アプローチとして、水道事業における体制強化を 

図ることとされている。 

また総務省は、各地方公共団体に対して、公営企業の中長期的な経営の基本計画である

「経営戦略」の策定に適切に取り組み、計画的かつ合理的な経営を行うことにより収支

の改善を通じた経営基盤の強化に努めるよう要請している。 
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（2）広域連携の推進 

総務省より、都道府県に対して、｢市町村等の水道事業の広域連携に関する検討体制

の構築等について」（平成 28 年２月 29 日付け公営企業課長、公営企業経営室長）が

通知され、都道府県が市町村とともに広域連携を検討する体制を設置するよう

要請された。これを受け、46 道府県において、都道府県単位の広域連携等の検討体制

が設置されている。 

一方、厚生労働省より、「水道事業の基盤強化に向けた取組について」「水道事業の

広域連携の推進について」(平成 28 年３月２日付け水道課長)が通知された。

平成 28 年３月からは、厚生労働省の水道事業の維持・向上に関する専門委員会に

おいて議論が重ねられ、適切な資産管理や広域連携の推進など水道事業の基盤強化を

図るための具体策について、「国民生活を支える水道事業の基盤強化等に向けて

講ずべき施策について」が取りまとめられた。また同省では、今般取りまとめられた

報告書の提言を踏まえ、必要な制度的対応等を行うこととなっている。 

   なお、「経営戦略」の策定に要する経費に対して交付税措置※１が講じられているが、 

このうち水道事業の広域連携に係る調査・検討に要する経費に対して、重点的な措置

が講じられている。また、総務省の「公営企業経営支援人材ネット事業」※２など、 

地方公共団体が外部専門家を招へいし、指導・助言を受けながら広域連携の取組を進

めるための支援ツールも設けられている。 
 
※１「経営戦略」策定に係る交付税措置 

・対象経費の１／２について一般会計から繰出し 
（対象経費の上限額 1,000 万円（複数年度通算）） 

・一般会計繰出額の１／２について特別交付税措置 
・水道事業の広域連携の調査・検討に要する経費については、対象経費の上限額を上乗せ（＋

1,500 万円、合計 2,500 万円）し、重点的に支援 
 

※２「公営企業経営支援人材ネット事業」 
  ・総務省が、公営企業が抱える諸課題に対応するアドバイザーをリストアップ 

・対象経費（謝金等）の１／２について一般会計から繰出し（対象経費の上限額 200 万円） 
     ・一般会計繰出額の１／２（上限額 50万円）について特別交付税措置 
 

 

（3）簡易水道統合の推進 

① 国の方針及び県内市町の状況 

厚生労働省により、平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間、期限を区切って簡

易水道事業の統合が推進され、平成 21 年度末までに統合計画を策定しない場合は、原

則として国庫補助が受けられないとされた。こうした国の動きを踏まえ、県内市町で

も簡易水道の上水道への統合が進められてきた結果、平成 29 年４月以降、県内で簡易

水道を設置するのは佐用町のみとなっている。（表－１） 

しかしながら、統合の実態を見ると、地理的な要因により施設の統廃合を伴わない

事業認可上の統合（ソフト統合）とならざるを得ない団体が多く（統合事業の約７割）、

国が意図した経営の効率化、経営基盤の強化等に至っていない事例が見受けられる。 
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表－１ 簡易水道を設置する県内市町の推移 

時 期 
団体数 

（認可事業数） 

 

団体名 

平成 19 年 3 月末 

 

 

14 団体 

（128 事業） 

 

姫路市、豊岡市、西脇市、篠山市、養父市、丹波市、 

朝来市、宍粟市、多可町、神河町、香美町、新温泉町、 

淡路水道企業団（洲本市・淡路市）、佐用町 

平成 29 年 3 月末 

 

3 団体 

（28 事業） 

養父市、朝来市、佐用町 

 

平成 29 年 4 月 1 日以降 

（現在） 

1 団体 

（6 事業） 

佐用町 

 

   

                      

  ② 簡易水道統合に伴う財政措置の切り下げ 

   簡易水道は、管路更新など事業維持の上で必要な施設整備が幅広く財政措置の対象

となるのに対して、上水道は、原則料金収入のみで事業を行うことが前提とされてお

り、付加的な施設整備のみが財政措置の対象とされている。（表－２） 

このため、簡易水道統合に取り組んだ団体の多くは、時限的な激変緩和措置がある

とはいえ、今後、大幅な財政措置の切り下げが行われることが既に決まっている。 

兵庫県の試算では、平成 19年度以降に簡易水道統合に取り組んだ 13団体の合計で、

年間約９億円の市町負担の増加（補助金削減：▲３億円、交付税削減：▲７億円、統

合効果：＋1 億円）となる。（表－３） 

 

表－２ 上水道と簡易水道の財政支援の差異 

 交付税制度（総務省） 補助制度（厚労省） 

上水道 交付税措置の対象は限定的 

付加的な施設整備のみが一般会計繰出及び交付税措置

の対象となる。 

例：水源開発（ダム）、高度浄水（クリプト対策等）、 

災害対策（耐震化等）、広域化（連絡管等）等 

補助対象は限定的 

交付税制度と同じ 

簡易 

水道 

建設改良費の一部（10％）について一般会計繰出がなさ

れ、当該繰出に要する経費について交付税措置（100％）

が講じられる。また、建設改良費に充てた地方債に係る

元利償還金の２分の１について、一般会計繰出がなされ、

当該繰出に要する経費について交付税措置（100％）が講

じられる。 

 

 

     

     

 

事業維持の上で必要な施

設整備が幅広く補助対象 

 

【補助率】 

○財政力指数(＞0.3）：1/4 

・単位管延長（≧20m）：4/10 

・〃    （6m～20m）：1/3 

○財政力指数(≦0.3)：1/3 

・単位管延長（≧7m）：4/10 
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表－３ 市町別の簡易水道統合の影響額（兵庫県試算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：簡易水道の上水道への統合に伴い、施設の統廃合に取り組んだのは西脇市・篠山市・丹波市の

み。他の 10 団体は、地理的な要因等により施設整備を伴わない事業認可上の統合（ソフト統

合）に留まっている。 

【試算方法】 

○各市町の今後 10 年間（平成 29～38 年度）の投資計画に基づき、引き続き簡易水道が存続してい

たと仮定した場合に得られる補助金及び交付税を算出した。 

○補助金： 

・「旧簡易水道事業に係る建設改良費」×「建設改良費に占める補助対象事業費の割合」×「補助率」 

○交付税： 

・「旧簡易水道事業に係る建設改良費の地方負担」×「交付税措置率」 

・「旧簡易水道事業の給水人口」×3,629 円（単価） ※激変緩和措置（時限措置）は考慮しない 

○施設廃止等による効果額 

・簡易水道統合に伴い施設の統廃合に取り組んだ団体において、その効果額を算出 

 

 

 
            

注 (単位：百万円）

（参考）

H19（統合前） 補助金 交付税

簡水の有収水量割合 A B A－B

養父市 69.5% 161 59 102 0 161 10

豊岡市 20.2% 144 43 101 0 144 306

宍粟市 42.2% 137 40 97 0 137 ▲ 86

多可町 50.2% 105 32 73 0 105 112

香美町 46.3% 69 20 49 0 69 ▲ 109

丹波市 30.2% 149 31 118 82 67 169

神河町 50.5% 46 12 34 0 46 33

篠山市 24.3% 57 12 45 13 44 251

淡路広域水道企業団 3.5% 44 13 31 0 44 500

新温泉町 11.5% 38 6 32 0 38 ▲ 1

姫路市 0.8% 27 8 19 0 27 1,682

朝来市 1.3% 3 1 2 0 3 92

西脇市 4.3% 13 3 10 16 ▲ 3 36

13団体　合計 － 993 280 713 111 882 2,995

財源削減額
簡水統合に伴う

年間負担増
施設廃止等
による効果額団体名 H28水道会計

経常収支
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Ⅱ 持続可能な経営基盤の確保に向けた 

検討の方向性  
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住民生活に不可欠なサービスである水道事業の経営環境が更に厳しさを増す中にあ

って、安定的な経営が維持できるよう、各水道事業体及び用水供給事業者（以下「事業

体」という。）は一層の経営合理化が必要である。 

本懇話会では、各事業体がとるべき持続可能な経営基盤の確保に向けた対応として、

以下の方向性を提示する。 

 

１ 人口減少等に伴う水需要の減少への対応 

（1）各事業体における経営合理化等 

 ① 経営基盤の強化と財政マネジメントの向上 

  ア 経営の基本的な考え方 

水道事業が、独立採算制を基本原則としながら将来にわたり安定的に経営を維持す

るためには、中長期的な更新需要や財政収支を把握するとともに、更なる経営合理化

を徹底する必要がある。そのため、経営の基本計画となる「経営戦略」の策定にあた

り、水道事業では、特に以下の点に留意することとされている。 

・ 住民の人口や年齢構成、集落の構成や配置、企業の立地等の地域全体の現状、将

来見通しを踏まえること。 

・ 組織・定員・給与の適正化や遊休資産の有効活用、新技術の活用、民間資金・ノ

ウハウの活用など、徹底した効率化を図ること。 

・ 投資規模は、将来的な需要動向を的確に把握した上、施設の更新や統廃合の見通

しを踏まえ、その合理化を図ること。 

・ 水道料金は、原価主義の原則に基づき、更新財源や災害対策等に要する経費を適

切に確保する料金体系を整備すること。 

 

  イ 各事業体が最優先すべき方針 

本懇話会としては、上記を踏まえ、今後の水需要に見合った施設規模への見直し（16

頁）や公民連携の推進（18 頁）をはじめ、まずは各事業体が独自で経営基盤の強化

と財政マネジメントの向上を図ることが必要と考える。 

そういった各事業体の取組の前提として、料金収入をもって経営を行うという公営

企業の基本原則に立ち返り、中長期的な更新需要や財政収支を踏まえた上で、現状の

水道料金が原価（減価償却費や資産維持費等を含む）に基づく適切な水準となってい

るかを絶えず検証することが必要である（表－１）。 
 

 

② 下水道事業との連携強化 

既に多くの事業体で取組が進められている下水道事業との連携については、窓口一元

化による住民サービスの向上、管路メンテナンスの効率化、技術職員の柔軟な配置によ

る業務ノウハウの確保などが期待できることから、一層の推進が強く求められる。 
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表－１ 料金改定の事例 

（将来の施設の更新需要を見据えた料金改定） 
団体名 
（人口） 

概  要 

岩手県 
平泉町 

(7,869 人) 

検討の 
きっかけ 

・老朽化している施設更新を随時行っていくため建設改良費の増嵩が見込

まれていた。 

・平成 25年度決算において前年度に比べ純利益が減少した。 

建設改良費に充てる資金の多くを企業債借入で確保しており、現行料金

水準では健全経営の確保が困難となると見込まれた。 

改定の 
考え方 

【資産維持費の原価算入】 

資産維持費を算出し、これを原価に算入すべく料金改定を行った。 

※資産維持費：施設の再構築及び企業債の償還等に充当されるべき額 

【算出方法】 

・資産維持費 ＝ 対象資産 × 資産維持率 

・対象資産 平成 27 年度期首と平成 31年度期末の平均残高 

・資産維持率 0.688％（自己資本構成比率 40％×過去の企業債利率平均） 

※日水協「水道料金算定要領」では、資産維持率は３％を標準とされて

いるが、改定率が相当大きくなるため、別の算出方法の検討を行った。 

効果額等 

18,163 千円／年 

※建設改良積立金等に積み立てる。この積立金で平成 31 年度までに着手

する浄水場改良等の事業費の約２割をまかなう見込み。 

 

（今後も経常黒字を維持するための料金改定） 
団体名 
（人口） 

概  要 

埼玉県 
秩父市 

(63,545 人) 

検討の 
きっかけ 

・平成 25年度決算で大幅な赤字が見込まれた。 

・日水協に経営診断を業務委託するとともに、並行して秩父市水道事業経

営審議会を設立し、検討を重ねた結果、料金改定を実施することとした。 

・平成 25 年度末には平均改定率 17.5％とする方針とし、平成 26 年度から

料金改定について市民への説明会やパブリックコメント等を実施した。 

改定の 
考え方 

料金改定では料金算定期間を通じて、①経常収支の黒字を維持、②料金回

収率 100％以上を維持、③過年度平均水準の資金残高の維持、が図られる

計画となった。 

効果額等 

料金体系としては、将来の基本料金割合は 40％を目指し、第一段階として、

20％→27.5％とした。また、従量料金の逓増度を緩やかにすることで水需

要の動向に左右されにくい体系とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省「水道事業・先進的取組事例集」 
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（2）今後の水需要に見合った施設規模への見直し 

水需要の減少に伴い、現在の施設規模が需要に対して過大となることが想定される

ことから、今後の水需要を踏まえた施設のダウンサイジング、統合、廃止などの対応も

検討する必要がある。（表－２） 

 

表－２ 施設等の統廃合、ダウンサイジングの事例 

（施設の統廃合） 
団体名 
（人口） 

概  要 

島根県 
松江市 

(206,230人) 

検討の 
きっかけ 

・平成 19年度の簡易水道に係る国庫補助制度の見直しに伴い、簡易水道

を平成 28年度末までに統合する計画を策定しなければ、新たな簡易水

道の国庫補助は認められないとされた。 

・多額の費用を要する今後の簡易水道の建設改良を国庫補助により実施

することは必要不可欠であったことから、平成 20年に統合計画を策定

した。 

・計画策定前の施設整備は、小規模水源に依存しており、安全安定給水

に不安を抱えていた。また、水源と共に小規模浄水場も広域的に点在

しており、施設の維持管理費と更新費用の縮減が急務であった。 

事業内容 

・上水道と簡易水道の統合を前提に広域的な水融通と一元管理が可能と

なるよう、不安定水源や小規模浄水場を廃止し、県受水や隣接する上

水道の水源に転換することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果額等 

○施設整備計画見直しによる削減効果額（平成 20年～28 年） 

100 億円 → 42 億円（58 億円の削減効果） 

単純更新した場合の事業費（①）           146 億円 

・内 H12～19 年度実施済み事業費（②）         46 億円 

・内 H20～28 年度予定事業費（③）                   100 億円 

水源転換（H20～28 年度）により必要となる事業費（④）    42 億円 

施設整備計画見直しによる削減額 ③－④               58 億円 

 

○維持管理費 … 人件費を含め年間約 1 億円の削減効果 
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（管路口径のダウンサイジング） 
団体名 
（人口） 

概  要 

静岡県 
浜松市 

(798,252 人) 

検討の 
きっかけ 

・平成 21 年度に管路耐震化事業計画を策定し、平成 23年度から耐震化事

業に着手している。 

・当該事業計画は、市内にある基幹管路 236 ㎞のうち、耐震化されていな

い 119 ㎞を 14年間で全て耐震管路にし、平成 36年度末までに耐震適合

率を 100％にしようとするものである。 

・また、当市の総合計画の中で平成 25 年３月に将来人口推計値が発表さ

れたことを受け、将来の水需要予測の見直しを行い、更新に当たっては、

単純に耐震管に更新するだけでなく、口径の見直しを行うこととした。 

事業内容 

・耐震管路への布設替と併せた管路口径の見直し 

将来の水需要の予測を行うとともに、市内の主要管路 46 地点で実際に

流れている水量を計測し、適正口径を算出した。 

 

 

 

 

 

 

効果額等 

この結果、ほぼ全ての対象管路の全部又は一部を口径ダウンすることが可

能となった。 

効果額の試算までは至っていないが、以下のような効果が期待できる。 

・継手補強工法の導入により、布設替えと比べコスト縮減が図れる。 

・継手補強工法の導入により、実耐用年数に沿った更新が可能となる。  

・口径見直しにより、コスト縮減が図れる。 

（出典）総務省「水道事業・先進的取組事例集」 

 

 

（3）広域連携による業務規模の確保 

水需要の減少に伴い、各事業体の業務規模が縮小する中、特に、人的体制や財政基盤

が脆弱な中小規模の事業体では、単独で解決の方向性が見いだせない課題が少なからず

存在すると考えられる。そのような場合、職員確保や経営面でのスケールメリットの創

出につながる広域連携（業務の共同化など）の手法を活用することが有効である。 

そのため、本懇話会では、各地域で検討が可能と思われる具体的な広域連携の手法を

抽出の上、提言することとする。【提言１】 

 

 

 

２ 施設の老朽化等による更新需要の増大への対応 

今後の施設更新に当たっては、上記（2）に加えて、従来どおり単独設置する場合の費

用と近隣団体との施設の共同設置（水平連携）や用水供給事業者からの受水（垂直連携）

などで対応する場合の費用を比較考量するなど、計画的な施設の効率化を図る必要があ

る。 
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３ 専門職員の確保・育成への対応 

（1）支援の仕組みづくり 

経営や設計、積算、工事監理をはじめとした業務ノウハウを有する専門職員の不足に

対しては、事業体単独での確保に加えて、近隣団体との広域連携による対応などを検討

すべきであるが、既に、専門職員の確保が困難となっている事業体や地域もある。 

そのため、本懇話会では、上記の方策に加えて、これらの業務に対する広域的な支援

の仕組みづくりを提言することとする。【提言２】 

 

 

（2）公民連携の推進 

公民連携は、水道施設等の維持、管理及び運営等の向上はもとより、水道事業を

支える人材の確保や水道事業の持続性、公共サービスの質の向上等に資するものであり、

長期的な視点に立って、民間企業との連携を一層図っていくことが、事業の基盤強化に

有効な方策の一つとして考えられる。（表－３、４、５） 

また、職員を専門性の高い業務に重点化させるために、身近な水源の管理や簡易漏水

調査などの簡易な業務について、民間企業はもとより住民組織（自治会など）も含めた

外部化を検討する必要がある。 

 

表－３ ＰＦＩの導入事例 

団体名 導入時期 事業方式 効果額 

北海道夕張市 平成 24 年４月 BTO 1,560 千円 

埼玉県 平成 16 年 12 月 BTO 790,000 千円 

千葉県 
ちば野菊の里浄水場 平成 17 年３月 BTO 177,000 千円 

北総浄水場 平成 22 年３月 BTO 4,762 千円 

東京都 

金町浄水場 平成 11 年 10 月 BOO 140,000 千円 

朝霞浄水場 
平成 13 年 10 月 BOO 

340,000 千円 

三園浄水場 

神奈川県 平成 15 年 12 月 BTO 180,000 千円 

横浜市 平成 21 年４月 BTO 46,000 千円 

愛知県 
愛知用水地域 平成 18 年４月 

BTO 
82,050 千円 

三河地域 平成 23 年４月 154,850 千円 

愛知県岡崎市 平成 25 年１月 BTM 436,552 千円 

※効果額：導入に伴う費用節減額を平年度化した場合の単年度平均概算額 

 

表－４ 指定管理者制度の導入事例 

団体名 導入時期 
代行制、利用 

料金制の別 

指定管理者 

の性格 
指定期間 効果額 

山形県天童市 平成 20 年４月 代行制 民間事業者 ５年 3,059 千円 

岐阜県高山市 平成 18 年４月 代行制 民間事業者 ３年 21,500 千円 

熊本県熊本市 平成 18 年４月 代行制 民間事業者 ３年 12,673 千円 

※効果額：導入に伴う費用節減額を平年度化した場合の単年度平均概算額 
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表－５ 上下水道事業コンセッションの検討状況 

団体名 事 業 検討状況 

大阪市 

 

上水道 

 

企業局を廃止した上で市が 100％出資する外郭団体を設立し、

当団体に運営権を付与するスキームを検討中 

奈良市 

 

上水道 

下水道 

市町村合併により統合した東部の上下水道事業をコンセッシ

ョンとして切り出すことを検討中 

浜松市 

 

下水道 

 

公共下水道終末処理場の運営権について、平成 29年 10 月に民

間事業者と契約締結 

宮城県 

 

 

上水道（用水供給） 

工業用水道 

下水道 

上工下水道３事業一体の官民連携運営（県と事業者が契約上の

責任に応じて認可を取得、役割に応じて料金徴収など）を検討

中 

※ 事業者との契約に至っているのは浜松市下水道事業のみ。 

※ 内閣府は、平成 30 年度末までに水道事業で６件を目標としている。 

 

 

 

４ 各事業体や地域としての取組に必要となる国の支援策 

水道事業を取り巻く諸課題に対して、まずは各事業体における経営合理化の徹底、事

業体間の広域連携、支援の仕組みづくりなど、地方自らが経営基盤の強化を図ることが

不可欠である。その上で、国においても、各事業体及び地域としての取組や経営維持に

必要となる支援を検討すべきである。 

そのため、本懇話会では、各事業体や地域にとって必要となる国の支援策を検討し、

市町と県が共同し、国に要請・提案を行うことを提言することとする。【提言３】 
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Ⅲ 水道事業を取り巻く課題への対応方策 

 

 

【懇話会からの提言】 
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 水道事業を取り巻く各課題に対応した様々な検討の方向性を提示したが、このうち料金

改定、施設のダウンサイジング、公民連携の推進等については、自らの経営の的確な現状

把握を行った上で、各事業体が経営戦略の策定を通じて計画的に取り組まなければならな

い検討課題である。 

一方、各事業体における経営合理化の徹底に加えて、地域ごとに抱える課題が大きく異

なるという本県の多様性を踏まえると、地域特性に応じた更なる取組も必要である。 

そのような取組にあたっては、①市町域を越えた検討が必要であるもの（広域連携）、②

大規模事業体の参加・協力が不可欠であるもの（専門職員の確保・育成）、③多くの事業体

や関係団体が足並みを揃えて対応する必要があるもの（国への要請・提案）など、調整役

となる主体から各事業体に対して具体的な対応方策を提示しなければ、十分な取組を進め

ることができないものと考えられる。 

そこで、これらの取組に対して、懇話会から各市町等や県がとるべき対応方策として、

次の３点について提言する。 

 

 

 

  

 

地域特性に即した対応方策の実現に向けて、各市町は抽出した検討課題に係る継続

的な議論を行うとともに、実現可能なものから実施することによって課題解決を図る

こと。 

また、県営水道においては、受水団体等との協議を進め、垂直連携の視点から広域

連携に取り組むこと。 

ただし、広域連携は経営合理化の手法の一つであり目的ではないため、広域連携の

ほか、公民連携などの様々な手法がある中から適切なものを選択、あるいは複数の手

法の組み合わせを検討する必要がある。 

 

 

 

                                    

 

  「（公財）兵庫県まちづくり技術センター」を核とし、大規模水道事業体等の連携・

協力、民間等の活用も含めた「オール兵庫」による技術支援の仕組みづくりを行うこ

と。 

 

 

 

                                                                      

 

   事業体及び地域としての取組や経営の維持に必要となる財政措置や制度改正を継続

して国に要請・提案すること。 

提言１：地域特性に即した対応方策（広域連携等）の検討・実施 

提言２：不足する専門職員の確保・育成に向けた仕組みづくり 

提言３：国に対する財政措置･制度改正の要請・提案 
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提言１：地域特性に即した対応方策 

(広域連携等)の検討・実施 
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１ 平成 29 年度における取組状況 

広大な県土と多様性をもつ本県は、水道事業において地域ごとに抱える課題が大きく

異なる。今後、事業体の枠を越えた広域連携を推進する上で、こうした実情を踏まえた

対応が重要である。 

このため、平成 29 年度においては、試行的に県内を９ブロックに区分し、各ブロック

の特性を踏まえた課題とその対応方策を検討した。 

なお、懇話会事務局は、既に先行的に検討が行われている神戸・阪神南ブロック及び

事業統合済みである淡路ブロックを除く７ブロックでの検討に調整役として参画してい

る。 
 

区分 地域別協議会（構成団体） 主な内容 

既存の
検討会
を活用 

神戸・阪神南 
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、 
宝塚市、阪神水道企業団 

○ソフト面の連携協議 
 職員構成・人材確保 

○ハード面の連携協議 
 リスク対策を踏まえた最適な水 
源（浄水場）の再配置・集約化 

○水質検査共同化等 
課題の共有・方向性の確認 

懇話会
事務局 
が調整
役とし
て参画 

阪神北 
（伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町） 

○ソフト面の連携協議 
 各市町の業務ごとの委託状況、シ
ステムの導入状況などを確認 

○ハード面の連携協議 
 各市町の浄水場、配水池の立地状
況、管路の布設状況などを確認 

○現地調査 
 市町境における高低差や双方の
管路の接近状況などを確認 

 

東播磨 
明石市、加古川市、高砂市、三木市、 
小野市、稲美町、播磨町 

北播磨 
（西脇市、加西市、加東市、多可町） 

中播磨 
（姫路市、福崎町、市川町、神河町） 

西播磨 
赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、 
上郡町、佐用町、西播磨水道企業団、 
播磨高原広域事務組合 

但 馬 
（豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町） 

丹 波 
（篠山市、丹波市） 

経営 
統合済 
 

淡 路 
（淡路広域水道企業団） 
 

平成 22 年４月に経営統合。現在、
経営戦略を策定し、経営基盤の強化
に取り組んでいる。 
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２ 各事業体に対する幅広い選択肢の提示 

水道事業を取り巻く諸課題に対して、まずは各事業体が経営戦略の策定を通じて、例

えば、料金改定、施設のダウンサイジング、公民連携の推進をはじめとした徹底した経

営合理化に取り組まなければならない（13 頁「Ⅱ 持続可能な経営基盤の確保に向けた検

討の方向性」参照）。その上で、同一の課題を共有する事業体間の広域連携も、その対応

方策として有効な選択肢の一つであると考えられる。 

そのため、各事業体はそれぞれ抱える課題に応じて、①企業団の設立などの事業統合、

②現行の事業体制を維持した上で、今後過剰になると見込まれる施設の統合などハード

面の連携、③当面のコスト削減等を目的としたソフト面の連携など、幅広い選択肢の中

から解決策となり得る手法を適切に選択しなければならない。 

なお、今後、いずれの取組を進めるにあたっても、関係する事業体間で、例えば、上

流域から下流域への給水による給水体制の合理化、重複投資の回避、既存水源の有効活

用など、広域連携によって達成すべき目的を共有することは不可欠である。 

 

【広域連携による対応方策例】 

○事業統合 

区 分 対応方策 
  

留意事項 

水平統合 
（末端供給） 

末端事業者間での一部事務組合（企業団）の設立 ・構成団体の財政 
負担区分の調整 

・職員の身分取扱 
の調整 

・料金水準の統一 

末端事業者間での事務委託（自治法） 
事務の一部の管理・執行を他の地方公共団体に委ねる制度 
（法令上の責任は受託側に帰属） 

末端事業者間での事務の代替執行（自治法） 
事務の一部の管理・執行を当該地方団体の名において他の 
地方公共団体に行わせる制度 
（法令上の責任は委託側に帰属） 

全面的な行政区域外給水 
行政区域とほぼ同一となっている給水区域を見直し、近隣 
市町間で最も効率的となる給水区域に再編 

垂直統合 
（用水供給と
末端供給） 

用水事業者・末端事業者間での一部事務組合（企業団）の設立 
・上記と同じ 
・統合範囲が広範 
囲に及ぶため、水 
平統合以上に調 
整を要する 

用水事業者・末端事業者間での事務委託（自治法） 

用水事業者・末端事業者間での事務の代替執行（自治法） 
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○ハード面の連携 

目 的 対応方策 
  

留意事項 

施設の合理化 

施設の統合 
近隣市町と浄水場・配水池などを統合し共同利用 

・水利権の取扱い 
 

既設の緊急時連絡管による行政区域外給水 
行政区域とほぼ同一となっている給水区域を 
見直し、近隣市町間で最も効率的となる給水区域 
に再編 

・行政区域と給水区域が 
異なることについての 
住民への周知徹底 

 

緊急時におけ
る安定供給 

災害時連絡管の相互接続 
 
 

・整備費、維持管理費等の
負担区分の調整 

・水融通した際の料金調停 

 

○ソフト面の連携 

目 的 対応方策 
  

留意事項 

経営の 
合理化 

営業業務、施設管理の共同委託 
収納・検針業務、施設運転管理業務、お客様 
センター業務など 

・仕様の統一 
・緊急時を想定した地元 
 中小企業の育成 

資材等の共同購入 
材料・薬品、緊急資材など 

・保管場所の確保 
・購入品目の統一 

電力調達での協力 
近隣市町で電気事業者と価格交渉を行い、より 
有利な価格で電力を購入 

・契約方法や内容の調整 
 
 

各種システムの共同化 
管路情報システム、料金システム、財務会計 
システムなどの保守管理を共同化 

・仕様の統一 
 
 

業務情報のクラウド化 
水質データやトラブル対応などの業務情報を 
インターネット上に保存し、情報共有 

・セキュリティーの確保 
 
 

水質検査業務の合理化 
近隣市町との受託・委託、設備の共同設置 

・水質に関する緊急対応の 
方法 

漏水調査等の共同実施  
漏水の早期発見、有収率向上のために、漏水調査 
や配水管点検を共同実施 

・実施時期の調整 
 
 

滞納整理の強化  
定期的な督促、納付相談、法的措置等を共同化 
して滞納整理の体制強化 

・人的要因への対応 
 
 

新技術の 
導入 

スマートメーター導入に向けた調整 
  通信インフラを含む大規模な初期投資への対応 
 

・国等における検討状況、 
 大規模自治体における 
実証実験等への注視 
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目 的 対応方策 
  

留意事項 

緊急時に 
おける水の 
安定供給 

加圧給水車の共同配備 
災害時・断水時に活用する加圧給水車を、地域の 
中心部に配備し、必要時に貸出 

・関係団体の財政負担区分 
 
 

災害時受援体制の共同構築 
地域全体が大きな被害を受けることを想定した 
受援体制 

－ 
 
 

お客様 
サービスの
向上 

水道料金支払方法の拡充 
コンビニ支払い、クレジットカード決済などの 
共同導入 

・手数料の負担 
 
 

住民の 
理解促進 

水道水のＰＲ 
同一水源の近隣市町でペットボトルの販売、広報 
によるイメージアップ 

・効果的な事業の選定 
 
 

水道事業のＰＲ 
安全な水が蛇口に届くまでのプロセスの広報、 
広域でのトライやるウィーク受入れ、水道学習会 
などによる水道事業への理解促進 

・効果的な事業の選定 
 
 
 

人材不足 
への対応 

職員の交流 
不足分野を補完する職員の人事交流 

・交流条件 
 

シニア技術者の活用 
  再任用制度等による退職者、ＯＢ職員の活用 

・採用条件 
・希望調整 

水道技術者の確保に向けた取組 
水道技術のＰＲや水道技術者のイメージアップを 
目的とした広報、イベント など 

－ 
 

業務の包括委託 
第三者委託による浄水場の運転管理など 

・専門職員の技術継承 
 

業務の個別委託 
公的機関、他事業体、民間企業へ一部業務を委託 

・委託条件 
(他事業体へ委託の場合) 

公民連携 
  PFI、公共施設等運営権方式、CM 方式※などの活用 

・民間参入条件 
・適正な事業規模 

人材の 
育成 

研修・訓練などの共同実施 
外部研修の活用、民間・大学等との共同研究、 
スキルマップの共同作成、共同勉強会・研究会など 

－ 
 

講師（技術者）派遣 
協定締結による他事業体からスポット的な支援など 

・派遣、受入の条件 
 

業務の受託 
他事業体の業務受託で業務経験の確保など 

・受託体制の確保 
・受委託条件 

※CM（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）方式：発注者の利益の確保する立場から事業全体にわたって、設計監理、 
品質管理、工程管理、費用管理を行う方式 
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３ 各ブロックにおける個別の検討課題 

広域連携の取組を進める上で、各事業体は上記２の対応方策例などを参考に、どの団

体とどのような取組が必要かを検討・判断する必要が生じる。 

  一方、様々な考えを持つ事業体同士が広域連携の協議を進めるにあたり、地域の実情

に即した個別の検討課題が用意されていなければ、十分に議論が深まらないことが危惧

される。 

  そのため、本報告書では、施設や管路などの更新時期を見据えた中・長期的な対応が

必要となるハード面の連携方策や経営合理化の効果が見込まれる場合は即座に取り組む

べきソフト面の連携方策など、各ブロックにおける個別の検討課題を幅広い観点から提

示することにより、各ブロックでの積極的な議論を促し、各事業体が抱える課題の解決

を図ることとする。 

 

（1）ハード面の連携方策（中・長期的な検討課題） 

  目的①：上流域から下流域への給水による給水体制の合理化 
 

水道法第６条において「水道事業は、原則として市町村が経営する」とされている

ことから、各市町村単位で必要な施設や管路が整備されているところである。 

そのため、個別の給水体制においては、各市町の水源や配水池の立地状況によって、

給水にポンプ加圧が必要となっている配水区域が存在する。日本水道協会「水道広域

化検討の手引き」によると、配水区域を再編成することにより、既存施設の統廃合を

行い、施設更新費、維持管理費の削減を図ることが可能とされている。 

このような観点から、市町境にとらわれず上流域から下流域への自然流下方式によ

る給水体制の実現に向けて、ブロック全体としての施設配置の合理化を図る必要があ

る。 

 【配水区域再編成に伴う施設統廃合のイメージ図】（日本水道協会） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町ごとの配水区域 

市町域を越えた配水区域 
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  目的②：各市町間での徹底した重複投資の回避 

 

各市町単位で必要な施設や管路が整備されてきたため、市町境付近にそれぞれの団体

の類似施設が設置されているケース（下記イメージ図）が散見される。これは「市町村

単位での経営」の原則に則り、各団体が最適立地を追求した結果である。 

しかしながら、今後の人口減少を見据えた場合、施設更新に当たっては、単独でのダ

ウンサイジングに留まらず、特に同じ水源周辺に各団体の類似施設が複数設置されてい

る地域では、事業統合をはじめ管理の一体化や施設の共同設置なども念頭に徹底した重

複投資の回避を図らなければならない。 

その際、従来どおり単独設置する場合の費用と近隣団体との施設の共同設置（水平連

携）や用水供給事業者からの受水などで対応する場合（垂直連携）の費用を比較考量し、

計画的な施設の効率化を図る必要がある。 

   

 【市町境付近における類似施設の設置（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  目的③：各市町における既存水源の有効活用 
 

県内市町の施設利用率（１日平均配水能力に対する１日平均配水量の割合）は約６割

に留まっている。水道事業は、季節によって需要変動が大きく、また災害時を想定した

バックアップ機能の意味からも一定の余剰能力を有しておく必要がある。ただし、数値

が特に低水準である場合は、一部の水源が遊休化している可能性が高い。 

このような現状を踏まえ、今後の施設更新に当たっては、各市町単位で緊急時に備え

た余剰能力を保有する考え方から、市町境をまたぐ緊急時連絡管で代替給水経路を確保

することにより遊休化している施設の廃止やダウンサイジングを図り、ブロック単位で

の既存水源の有効活用を促進する必要がある。 
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【県内市町における施設利用率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
※平成 27年度決算（上水道及び簡易水道の合計） 

配水能力
（㎥/日）

平均配水量
（㎥/日）

施設利用率
（％）

A B B/A

神戸市 861,901 508,637 59.0%

尼崎市 329,673 152,765 46.3%

西宮市 205,700 150,667 73.2%

芦屋市 52,187 28,486 54.6%

小計 1,449,461 840,555 58.0%

伊丹市 94,800 59,870 63.2%

宝塚市 77,500 66,386 85.7%

川西市 72,700 43,366 59.7%

三田市 50,335 33,780 67.1%

猪名川町 12,800 8,810 68.8%

小計 308,135 212,212 68.9%

明石市 132,000 89,505 67.8%

加古川市 111,500 76,409 68.5%

高砂市 88,000 35,533 40.4%

三木市 46,000 28,416 61.8%

小野市 23,700 18,280 77.1%

稲美町 21,900 9,268 42.3%

播磨町 22,000 10,179 46.3%

小計 445,100 267,590 60.1%

西脇市 21,680 12,087 55.7%

加西市 17,600 13,369 76.0%

加東市 19,500 14,938 76.6%

多可町 11,398 5,955 52.2%

小計 70,178 46,349 66.0%

姫路市 250,684 170,047 67.8%

市川町 13,400 9,627 71.8%

福崎町 10,000 6,975 69.8%

神河町 5,029 4,407 87.6%

小計 279,113 191,056 68.5%

赤穂市 55,515 36,248 65.3%

宍粟市 18,418 11,757 63.8%

たつの市 27,930 21,721 77.8%

太子町 25,000 10,517 42.1%

上郡町 10,400 6,070 58.4%

佐用町 10,887 7,397 67.9%

西播磨水道 33,200 22,161 66.8%

播磨高原 8,000 1,636 20.5%

小計 189,350 117,506 62.1%

豊岡市 65,187 35,745 54.8%

養父市 16,653 9,045 54.3%

朝来市 24,560 11,955 48.7%

香美町 16,902 7,883 46.6%

新温泉町 9,985 5,718 57.3%

小計 133,287 70,346 52.8%

篠山市 20,664 13,382 64.8%

丹波市 36,557 23,659 64.7%

小計 57,221 37,041 64.7%

淡路 淡路広域水道 117,921 50,848 43.1%

3,049,766 1,833,504 60.1%

団体名ブロック

神戸・阪神南

阪神北

県平均

東播磨

北播磨

中播磨

西播磨

但馬

丹波

今後の各ブロックで

の議論にあたっては、

市町ごとだけではな

く、個別の浄水場ごと

の配水能力、施設利用

率、老朽化の進捗、立

地状況などを踏まえる

必要がある。 

なお、平成 29 年度開

催の地域別協議会にお

いて、懇話会事務局よ

り各ブロックの構成団

体に個別の浄水場に係

る上記情報を既に提供

している。 
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主に目的①～③の達成を促す観点から、施設・管路の共同化など更新時期を見据えた

合理化の検討が可能となるよう、市町境付近におけるハード面の検討課題の抽出を行っ

た。 

  

 

【共通するハード面の検討課題例】 

① 施設の統合 

建設費や年間経常経費の削減が期待できる施設については、101 頁に記載する北播

磨ブロックをモデルとした試算例を参考にシミュレーションを行い、その効果額の概

算を把握する必要がある。 

なお、施設の統合によって経費削減が実現する場合についても、例えば、施設の集

約に伴って災害時のリスクが高まることから、併せて多面的なバックアップ施設や代

替給水経路の必要性についても検討する必要がある。 

 

 ② 既設の緊急時連絡管による行政区域外給水 

給水する側は既存水源や施設の有効活用、受水する側は非効率な区域の解消による

給水原価の削減が期待できる。 

既設の緊急時連絡管は、大規模な給水区域の見直しに対応できる口径ではないこと

が多いため、管路の更新時期を見据えた対応が必要であるとともに、当該区域の住民

への十分な理解が必要となる。 

 

 ③ 管路接続 

阪神・淡路大震災を経験した神戸・阪神南ブロックや阪神北ブロックでは、緊急時

連絡管の相互接続を進めている市町が多い一方、その他のブロックでは同様の取組を

進める市町が少ないのが現状である。 

大規模広域災害が発生した場合、単独市町では対応が困難な状況が予想されること

から、市町境をまたぐ緊急時連絡管の整備によって代替給水経路を確保し、基幹施設

が被災した際の断減水のリスク軽減を図る必要がある。 

また、緊急時連絡管の整備に伴い、各市町単位で緊急時に備えた余剰能力を保有せ

ざるを得ない状況を見直し、ブロック単位で既存水源の有効活用を図ることによって、

遊休化している施設の廃止やダウンサイジングを検討することが可能となる。 

なお、緊急時連絡管としての活用に留まらず、接続点周辺における地形や集落の人

口構成なども踏まえた上で、将来的に行政区域外給水が可能かどうかも併せて検討す

る必要がある。 
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（2）ソフト面の連携方策（短期的な検討課題） 

  目的④：維持管理業務における当面のコスト削減 
 

維持管理業務の共同処理については、当面のコスト削減効果が見込まれることから、

関係団体間において、調整が整えば直ちに実施することが望ましい。そのため、平成 29

年度におけるブロックごとの議論の状況や現状の構成団体の業務の状況（直営・委託の

別など）も踏まえて、検討課題の抽出を行った。 

 

【全ブロックに共通するソフト面の検討課題例】 

 ① 営業業務、施設管理等の共同委託 

各市町等で個別に委託している業務について、共同化することにより、より良いサ

ービスの提案、委託費用の削減が期待できる。また、災害など緊急時の相互応援体制

の強化など副次的な効果も期待できる。 

   特に、小規模団体では、業務量が少ないことから委託することで逆にコストアップ

になるため、直営を維持している業務が多いが、共同委託等により一定の業務量を確

保することができれば、経費削減につながる可能性があることから、積極的に検討す

べきである。小規模団体では、技術継承の課題が大規模団体よりも深刻化することが

想定されるため、共同委託等の実現は、技術継承の課題解決につながる可能性もある。 

   なお、106 頁に記載する北播磨ブロックをモデルとした営業業務の共同委託の試算

例を参考にシミュレーションを行い、その効果額の概算を把握する必要がある。 

 

② 資材等の共同購入 

水道事業に必要な資材等（検満メーター、材料や薬品、組立式給水タンク、給水袋、

備蓄水、口径の大きい管路）を複数団体で共同購入することが考えられる。現在は、

必要に応じて各市町等で一定数を購入している資材等について、複数団体が共同で購

入することにより、数量が多くなり１個当たりの単価の引き下げが期待できる。ただ

し、納品まで長期にわたることや、納品場所が複数となるため、十分な調整が必要で

ある。 

また、多くの電力消費を伴う水道事業においては、ブロック単位で一括してのスケ

ールメリットを生かした交渉や入札の実施が考えられる。 

 

③ 各種システムの共同化 

各種システムを共同化することで保守に関する費用の削減が期待できる。また、会

計・税務事務（予算書、決算書、消費税税務申告書の作成）については、専門的知識

が必要となる事務であるため、会計システムの共同化とともに会計・税務事務をセッ

トで委託することも考えられる。 

現状は、各市町等で各種システムのベンダーが異なることもあり、契約の更新時期

を踏まえ各種様式の調整などの検討も必要となる。 

なお、108 頁に記載する北播磨ブロックをモデルとした上下水道料金システムの共同

導入の試算例を参考にシミュレーションを行い、その効果額の概算を把握する必要が

ある。 
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④ 業務情報のクラウド化 

水質データやトラブル対応等の業務情報をインターネット上に保存し、情報を共有

することでシステム保守に関する費用の削減、近隣団体での情報の共有を図ることが

期待できる。 

 

⑤ 水道スマートメーター導入に向けた調整  

  電気・ガス事業のスマートメーター化が進む中、水道事業での導入についても様々

な調査研究や個々の大規模事業体による実証実験が行われているところである。スマ

ートメーター導入は、検針業務の効率化だけではなく需要変動を含めた瞬時の詳細デ

ータ把握が可能となる一方、通信インフラを含む大規模な初期投資が必要となる。 

そのため、現在、産官学一体で取りまとめが進む「水道スマートメーター導入の手

引き（仮称）」の検討状況に注視しつつ、広域連携によるブロック単位での導入によっ

て低コスト化を図ることができるよう事前調整を進めることが必要である。 

(※)スマートメーター：従来のアナログ式メーターと異なり、使用水量をデジタルで計測し内部に 

通信機能を持たせた次世代メーター 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪神北ブロック 

伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 

 

 

構成団体は、「阪神北地域水道協議会」の構成団体と同じ。ただし、宝塚市が、阪神水

道企業団の構成市として「阪神地域の水供給の最適化研究会」での協議に加わるなど、

広域連携の実現に向けた検討に当たっては、課題に応じて周辺団体との検討も必要で

ある。 
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１ 水道事業の特性 

（1）地域概況 

  ① 伊丹市 

市の東端に大阪国際空港（伊丹空港）が立地する 20 万人都市で、大阪・神戸のベッ

ドタウンの一つである。おおむね平坦で北から南に穏やかに傾斜し、東部に猪名川、

西部に武庫川が流れている。県営水道から受水する北部の一部の地区を除いて、全て

千僧浄水場から配水するなど、効率的な給水が行われている。 

② 宝塚市 

南北に細長く、西に六甲山系を有し、長尾山系をはさんで住宅地が広がる南部市街

地と豊かな自然に囲まれた北部田園地域から成っており、二級河川武庫川が中央部を

南北に流れている。独自水源と県営水道からの受水によって給水を行ってきたが、加

えて平成 29 年 4 月より阪神水道企業団からの受水を開始した。 

③ 川西市 

南北に細長く、北部は山岳の起伏に富み、南部はおおむね平坦であり、一級河川猪

名川が市中心部を通って大阪湾に流下している。水源は、県営水道からの受水が多く

の割合を占めている。 

④ 三田市 

ニュータウンと農村の二つの顔を併せ持つ田園都市であり、六甲山系の北側に位置

し、北東部は山岳地帯、南西部は盆地平野が広がっている。武庫川が北西から南東に

市域を貫流しており、波豆川、羽束川、黒川、青野川など多くの支流がある。水源は、

県営水道からの受水が多くの割合を占めている。 

⑤ 猪名川町 

北部は山岳地帯、南部は川西市から続く県内有数の盆地のひとつである多田盆地の

一部を形成する平坦地が広がっており、猪名川が南北に流れている。水源は、県営水

道からの受水が多くの割合を占めている。 
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（2）水源別配水量内訳（平成 27 年度） 

事業体 年間総配水量 

（ﾌﾞﾛｯｸ内比率） 

水源別内訳 

伊丹市  21,912 千㎥ 

（28.2％） 

淀川 11,345 千㎥ 

武庫川 5,688 千㎥ 

猪名川 3,000 千㎥ 

地下水 779 千㎥ 

県営水道より受水 1,086 千㎥ 

宝塚市より受水 14 千㎥ 

宝塚市 24,297 千㎥ 

（31.3％） 
 

H29.4～ 
阪神水道企業団 
より受水開始 

武庫川 3,200 千㎥ 

川下川ダム（宝塚市所管） 5,974 千㎥ 

地下水 9,870 千㎥ 

県営水道より受水 5,253 千㎥ 

川西市 15,872 千㎥ 

（20.4％） 

地下水 2,184 千㎥ 

猪名川 4,285 千㎥ 

県営水道より受水 9,403 千㎥ 

三田市 12,363 千㎥ 

（15.9％） 

武庫川 2,092 千㎥ 

地下水 229 千㎥ 

湖水 26 千㎥ 

県営水道より受水 10,016 千㎥ 

猪名川町 3,224 千㎥ 

（4.2％） 

地下水 330 千㎥ 

県営水道より受水 2,894 千㎥ 

 

 

２ 水道事業の経営見通し 

平成 27 年度決算では、経常黒字を維持する団体が多いものの、人口減少に伴って、今

後 10 年間で料金収入が大きく減少することが見込まれている（※）。 

この課題に対して、経営戦略等の策定に取り組むなど、料金収入の減少に対応した投

資の見直し、経費節減等により、10 年後も収支均衡を維持するための対策を講じること

としている団体がある一方、総じて経常黒字額の縮小や経常赤字額の拡大が想定される

など、厳しい経営状況が見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成27年度 平成37年度

（実績） （推計）

伊丹市 201,694 198,235 ▲ 1.7%

宝塚市 234,228 228,891 ▲ 2.3%

川西市 159,448 149,430 ▲ 6.3%

三田市 112,106 108,409 ▲ 3.3%

猪名川町 31,718 31,354 ▲ 1.1%

合　計 739,194 716,319 ▲ 3.1%

給水人口

団体名
減少率
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※ 国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に比例して給水人口が変動すると仮定 
 

なお、現状の経営戦略等については、各市町が単独で持続可能な経営基盤の確保に向

けた対応を図る内容となっており、今後の更なる人口減少等の進展を想定した場合、一

層の経営改革に迫られる可能性もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

参考（※）

平成27年度 平成37年度 人口推計 減少率
（実績） （推計） （H27→H37）

A 3,669,561 3,403,940 ▲ 7.2%

うち料金収入 3,020,971 2,825,819 ▲ 6.5%

B 3,382,527 3,209,380 ▲ 5.1%

A-B 287,034 194,560

A 4,415,707 4,255,620 ▲ 3.6%

うち料金収入 3,510,963 3,478,123 ▲ 0.9%

B 4,241,109 4,772,415 12.5%

A-B 174,598 ▲ 516,795

A 3,425,157 3,018,064 ▲ 11.9%

うち料金収入 2,898,979 2,593,633 ▲ 10.5%

B 3,109,164 3,156,507 1.5%

A-B 315,993 ▲ 138,443

A 2,979,180 2,717,317 ▲ 8.8%

うち料金収入 2,339,404 2,239,609 ▲ 4.3%

B 2,441,065 2,395,693 ▲ 1.9%

A-B 538,115 321,624

A 703,172 674,079 ▲ 4.1%

うち料金収入 519,970 499,670 ▲ 3.9%

B 821,715 709,747 ▲ 13.6%

A-B ▲ 118,543 ▲ 35,668

経常収支

団体名 区　　分

▲ 1.7%

▲ 2.3%

▲ 6.3%

▲ 3.3%

川西市

三田市

経常収入

経常費用

経常収支

経常収入

経常費用

経常収支

経常収入

経営戦略等

増減率

宝塚市

経常収入

経常費用

経常費用

伊丹市

経常収支

猪名川町

経常収入

▲ 1.1%
経常費用

経常収支
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３ 阪神北ブロックにおける検討課題 

（1）ハード面の連携方策（中・長期的な検討課題） 

  ① 検討の方向性 

阪神北ブロックの特徴として、六甲山系の南部（伊丹市、宝塚市南部、川西市南部）

と北部（宝塚市北部、川西市北部、三田市、猪名川町）で給水実態が大きく異なって

いることを踏まえる必要がある。 

 

ア 六甲山系南部（伊丹市、宝塚市南部、川西市南部） 

六甲山系南部は、比較的平坦ながら北から南に向けて緩やかに傾斜する地形であ

るため、この地形を生かした複数の連携方法が考えられる。 

なお、これらの検討に当たっては、市境において既に緊急時連絡管として接続さ

れている管路を活用することが考えられる。ただし、現況の管路は末端管路であり、

大規模な給水区域の見直しに対応できる口径ではないことから、これらを活用した

給水区域の見直しに当たっては、管路の更新時期等を見据えた長期的な調整が必要

となる。 

 

イ 六甲山系北部（宝塚市北部、川西市北部、三田市、猪名川町） 

六甲山系北部では、大部分が県営水道からの受水によって水源を確保しているこ

とを踏まえ、県も含めて関係市町の更なる合理化の検討が望まれる。 

なお、六甲山系北部の検討に当たっては、同じく県営水道からの受水団体である

篠山市も含める必要がある。 
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② 阪神北ブロック内での連携方策 

阪神北ブロックの施設や管路の位置関係から、具体的には次のポイントでの検討が

考えられる。 

地図 対 応 市 町 施設又は地区 市 町 施設又は地区 

① 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

川西市 久代 伊丹市 緑ヶ丘 
鋳物師 

② 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

宝塚市 安倉中 
安倉西 

伊丹市 荒牧南 
西野 

③ 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

川西市 加茂 宝塚市 口谷東 

④ 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

川西市 松が丘 宝塚市 花屋敷松ガ丘 

⑤ 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

川西市 清和台東 猪名川町 差組 

⑥ 管路接続 川西市 石道 猪名川町 上野 

⑦ 施設統合 川西市 一庫低区配水池 猪名川町 伏見台低区 

配水池 

⑧ 管路接続 宝塚市 長谷 猪名川町 万善 

⑨ 管路接続 宝塚市 上佐曽利 猪名川町 笹尾 

⑩ 管路接続 宝塚市 上佐曽利 三田市 波豆川 

⑪ 管路接続 宝塚市 下佐曽利 三田市 波豆川 

⑫ 管路接続 宝塚市 波豆 三田市 香下 

 

                     【凡 例】 
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③ 阪神北ブロックに隣接する市町との連携方策 

阪神北ブロックに隣接するブロックの市町とも同様の検討が可能であることを踏

まえると、ブロックの区分にかかわらず、隣接する関係市町間でも検討を行うことが

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡 例】 

  

 

 

 

 

 

   

 

地図 対 応 
阪神北ブロック 隣接ブロック 

市 町 地 区 市 町 地 区 

① 管路接続 三田市 藍本 篠山市 草野 

② 管路接続 三田市 西相野 篠山市 今田町下立杭 

③ 管路接続 三田市 上内神 三木市 吉川町上荒川 

④ 管路接続 三田市 沢谷 三木市 吉川町上荒川 

⑤ 管路接続 三田市 馬渡 三木市 吉川町福吉 

⑥ 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

伊丹市 岩屋 尼崎市 田能 

⑦ 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

宝塚市 仁川北２丁目 西宮市 仁川町２丁目 

⑧ 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

宝塚市 桜ガ丘 西宮市 生瀬東町 
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（2）ソフト面の連携方策（短期的な検討課題） 

① 営業業務、施設管理等の共同委託 

阪神北ブロックでは、例えば、「営業業務」や「浄水場等の維持管理業務」におい

て、各市町が異なる業者に委託するケースが多いが、他のブロックでは参入業者が限

定されていることから、結果的に同一業者への委託となるケースが多い。このため、

阪神北ブロックでは、共同委託によって市場における競争原理が適切に機能しコスト

面のメリットが生じやすい状況にあると思われる。ただし、発注規模が大きくなり過

ぎ、受注能力のある業者が限定されることによって、却って競争入札の意義が失われ

ることがないように注意する必要がある。 

  【現在の取組内容の整理】 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

なお、阪神北ブロックでは、伊丹市、宝塚市、三田市が営業業務を包括的に委託し

ているため、共同委託等の際は契約開始時期の統一や発注方法のほかに特に委託範囲

の検討等が課題となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 猪名川町

窓口業務 全部委託 全部委託 直営 全部委託 直営

検針業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

料金調定業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 直営

料金収納・集金業務 全部委託 全部委託 一部委託 全部委託 直営

開閉栓業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

未納料金徴収業務 全部委託 全部委託 直営 全部委託 全部委託

水質試験・検査業務 一部委託 直営 一部委託 一部委託 全部委託

水質管理業務 直営 直営 直営 直営 全部委託

保守点検業務 直営 直営 直営 直営 直営

事故等の待機業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

漏水調査業務 全部委託 一部委託 全部委託 全部委託 全部委託

運転管理業務 一部委託 一部委託 直営 直営 全部委託

保守点検業務業務 全部委託 一部委託 全部委託 全部委託 全部委託

警備・清掃業務 一部委託 一部委託 全部委託 一部委託 全部委託

営業

水質

管路

施設

業務区分
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② 水質検査業務の共同化 

検査実施項目に差はあるものの、構成団体のうち４市は自ら水質検査を実施してお

り、特に宝塚市は全て直営で行っている。このため、各市に水質検査の技術を有した

職員が在籍していることを踏まえると、宝塚市を核とした共同検査機関の設置が考え

られる。 

このほか、「阪神地域の水供給の最適化研究会」の「水質検査共同化推進ワーキン

ググループ」との連携により、阪神水道企業団への検査委託と検査結果の分析、水質

管理の共同化を図ることも考えられる。 

 

 

③ 設計積算の単価設定の共同化 

工事及び委託の設計額を算定するに当たって必要となる労務や資機材の単価につ

いては、各市町が土木工事積算単価や物価資料（「建設物価」、「積算資料」など）を

参考に設定している。 

水道事業の場合、一般行政部門の土木事業とは異なる特有の資機材等を用いること

が多く、そういった場合は個別に見積もり合わせを行うなどにより単価を決定してい

るが、その把握に多くの時間を要している。 

そのため、４市１町に共通し使用頻度の高い資機材等の単価設定を定期的に共同で

実施することにより、業務量を削減することが考えられる。 

 

 

  ④ 各種研修会等の共同開催 

阪神北ブロックには、各々の分野での専門的な知識や技能を有する職員が比較的多

く在籍している。これらの職員を講師役に研修会・勉強会の共同開催や人事交流・派

遣も検討するべきである。 

例えば、宝塚市には公認会計士のプロパー職員が配置されており、この職員を講師

役とした研修会を開催し、阪神北ブロック内の職員の会計知識の統一や向上を図るこ

とも考えられる。 

 

 

⑤ 資材等の共同購入     

⑥ 各種システムの共同化   

⑦ 業務情報のクラウド化   

⑧ 水道スマートメーター導入に向けた調整  

 

（31、32 頁参照） 
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東播磨ブロック 

明石市、加古川市、高砂市、三木市、小野市、稲美町、播磨町 

 

 

一級河川である加古川及びその隣接水系である明石川の流域自治体を基本的な構成団

体とする。ただし、当該地域における広域連携の実現に向けた検討に当たっては、ブ

ロックに隣接する神戸市等や北播磨広域定住自立圏域の自治体（加東市ほか）との検

討も必要である。 
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１ 水道事業の特性 

（1）地域概況 

① 明石市 

海岸線に沿った細長い帯状の市域で、全体としては、海岸から内陸に向け緩やかな

丘陵を背にした平坦な地勢である。市中心部に明石川が流れており、主要な水源とな

っている。 

② 加古川市 

海岸部に播磨臨海工業地帯の一翼を担う大規模鉄鋼工場が立地する東播磨地域の

中核都市である。北部は丘陵地帯となっており、県下最大の河川である加古川が貫流

していることから、豊かな水源を確保している。 

③ 高砂市 

海岸部に工場が林立する工業都市である。地勢は播磨平野のほぼ中央部に位置しお

おむね平坦だが、北西部と中央部には小高い丘陵がある。東部を加古川が南流するこ

とから、豊かな水源を確保している。 

④ 三木市 

南西から北東に細長い地形で、加古川の支流である美嚢川が市中心部を流れている。

独自水源と県営水道からの受水によって給水を行っている。 

⑤ 小野市 

大部分を河岸段丘と台地が占めており、西南部には低い山地がある。市中央部を加

古川が南流しており、独自水源と県営水道からの受水によって給水を行っている。 

⑥ 稲美町 

印南野台地に位置し、東西にかけて緩やかな傾斜地となっており、北部に草谷川、

中央部に曇川、国安川、南部に喜瀬川が流れている。主な水源が良質な地下水である

ため浄水施設が必要ないなど、効率的な給水が行われている。 

⑦ 播磨町 

県内で最も面積が小さい自治体であり、人工島が町全体の３割を占めている。平坦

な地勢で町中央部に喜瀬川が流れおり、住宅地と臨海工業地帯が共存している。 
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（2）水源別配水量内訳（平成 27 年度） 

事業体 年間総配水量 

（ﾌﾞﾛｯｸ内比率） 

水源別内訳 

明石市  32,759 千㎥ 

（33.4％） 

明石川 10,238 千㎥ 

地下水 13,862 千㎥ 

県営水道より受水 8,660 千㎥ 

加古川市 27,966 千㎥ 

（28.6％） 

加古川 12,770 千㎥ 

地下水 4,026 千㎥ 

県営水道より受水 11,170 千㎥ 

高砂市 13,005 千㎥ 

（13.3％） 

加古川 3,187 千㎥ 

地下水 8,537 千㎥ 

県営水道より受水 1,281 千㎥ 

三木市 10,400 千㎥ 

（10.6％） 

地下水 5,849 千㎥ 

県営水道より受水 4,551 千㎥ 

小野市 6,690 千㎥ 

（6.8％） 

鴨川ダム 2,620 千㎥ 

地下水 1,800 千㎥ 

県営水道より受水 2,270 千㎥ 

稲美町 3,392 千㎥ 

（3.5％） 

地下水 3,127 千㎥ 

県営水道より受水 265 千㎥ 

播磨町 3,726 千㎥ 

（3.8％） 

地下水 3,265 千㎥ 

県営水道より受水 461 千㎥ 

 

 

２ 水道事業の経営見通し 

平成27年度決算では、５市２町とも経常黒字となっているものの、人口減少に伴って、

今後 10 年間で料金収入が大きく減少することが見込まれている（※）。 

この課題に対して、各団体において経営戦略等の策定に取り組むなど、料金収入の減

少に対応した投資の見直し、経費節減等により、10 年後も収支均衡を維持するための対

策が検討されているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成27年度 平成37年度

（実績） （推計）

明石市 297,664 282,847 ▲ 5.0%

加古川市 259,425 247,768 ▲ 4.5%

高砂市 97,765 92,303 ▲ 5.6%

三木市 78,856 71,399 ▲ 9.5%

小野市 49,252 47,308 ▲ 3.9%

稲美町 31,539 28,828 ▲ 8.6%

播磨町 34,662 32,514 ▲ 6.2%

合　計 849,163 802,967 ▲ 5.4%

給水人口

団体名
減少率
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※ 国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に比例して給水人口が変動すると仮定 
 

なお、現状の経営戦略等については、各市町が単独で持続可能な経営基盤の確保に向

けた対応を図る内容となっており、今後の更なる人口減少等の進展を想定した場合、一

層の経営改革に迫られる可能性もある。 

 

 

（単位：千円）

参考（※）

平成27年度 平成37年度 人口推計 減少率
（実績） （推計） （H27→H37）

A 6,380,479 6,219,000 ▲ 2.5%

うち料金収入 5,446,685 5,203,000 ▲ 4.5%

B 5,569,990 6,098,000 9.5%

A-B 810,489 121,000

A 5,342,521 4,748,839 ▲ 11.1%

うち料金収入 4,156,781 3,736,082 ▲ 10.1%

B 4,464,087 4,722,533 5.8%

A-B 878,434 26,306

A 1,569,124 1,546,482 ▲ 1.4%

うち料金収入 1,192,460 1,186,066 ▲ 0.5%

B 1,435,343 1,476,259 2.9%

A-B 133,781 70,223

A 1,801,168 1,640,470 ▲ 8.9%

うち料金収入 1,481,991 1,391,901 ▲ 6.1%

B 1,698,039 1,643,203 ▲ 3.2%

A-B 103,129 ▲ 2,733

A 1,253,602 1,307,668 4.3%

うち料金収入 1,073,597 1,119,475 4.3%

B 1,054,109 1,199,023 13.7%

A-B 199,493 108,645

A 581,523 519,260 ▲ 10.7%

うち料金収入 491,457 450,264 ▲ 8.4%

B 510,579 488,589 ▲ 4.3%

A-B 70,944 30,671

A 613,687 577,358 ▲ 5.9%

うち料金収入 505,173 480,231 ▲ 4.9%

B 544,079 574,439 5.6%

A-B 69,608 2,919

▲ 9.5%

高砂市

三木市

経常収入

経常費用

経常収支

経常収入

経常費用

経常収支

経常収入

経常費用

明石市

経常収支

経常収入

経常費用

経常収支

団体名 区　　分

▲ 5.0%

▲ 4.5%

▲ 5.6%

経営戦略等

増減率

加古川市

小野市

経常収入

▲ 3.9%
経常費用

経常収支

稲美町

経常収入

▲ 8.6%
経常費用

経常収支

播磨町

経常収入

▲ 6.2%
経常費用

経常収支
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３ 東播磨ブロックにおける検討課題 

（1）ハード面の連携方策（中・長期的な検討課題） 

  ① 検討の方向性 

    東播磨ブロックの大きな特徴として、南流する加古川に沿って緩やかな傾斜地が形成

されている箇所が多いことが上げられる。そのような地勢のため、現状の５市２町によ

る個別の給水体制では、標高が高くなる各市町内の北部において多くの給水コストを要

する区域が見受けられる。 

このため、既に緊急時連絡管として接続済みの管路も活用しつつ、各市町の給水区

域を見直すことで、可能な限り自然流下方式による給水体制の実現を図ることが考え

られる。ただし、現況の管路は末端管路であり、大規模な給水区域の見直しに対応で

きる口径ではないことから、これらを活用した給水区域の見直しに当たっては、管路

の更新時期等を見据えた長期的な調整が必要となる。 

なお、東播磨ブロックでは、県営水道からの受水によって複数の水源を確保してい

ることを踏まえ、県も含めて関係市町の更なる合理化の検討が望まれる。 

 

② 東播磨ブロック内での連携方策 

東播磨ブロックの施設や管路の位置関係から、具体的には次のポイントでの検討が

考えられる。また、稲美町の幸竹地区等に加古川市の管路が通っており稲美町の管路

と接続されている（地図①）が、加古川市の管路と稲美町の管路が並行している部分

もあるため、管路の共同利用等を検討することが望まれる。 

地図 対 応 市 町 施設又は地区 市 町 施設又は地区 

① 既設管路による 

行政区域外給水 

加古川市 神野町福留 

平岡町土山 

稲美町 中一色 
幸竹 
六分一 

② 管路接続による 

施設廃止 

三木市 別所町巴 稲美町 東部ポンプ場 

③ 管路接続 小野市 黍田町 加古川市 上荘町白沢 

④ 管路接続 小野市 匠台 三木市 加佐 

⑤ 既設の緊急時連絡管に

よる行政区域外給水 

明石市 魚住町清水 加古川市 平岡町土山 

⑥ 既設の緊急時連絡管に

よる行政区域外給水 

明石市 魚住町清水 稲美町 六分一 

⑦ 既設の浄水場による 

行政区域外給水 

明石市 魚住浄水場 播磨町 東野添 

⑧ 既設の緊急時連絡管に

よる行政区域外給水 

明石市 二見町西二見 播磨町 北野添 

⑨ 既設の緊急時連絡管に

よる行政区域外給水 

加古川市 平岡町中野 播磨町 北古田一丁目 
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【凡 例】 

 

 

 

 

 

 

 

参考：複数の市町境が近接する地域での給水体制の合理化 

  明石市、加古川市、稲美町、播磨町の各市町境は、加古川市平岡町土山の周辺（JR 土

山駅付近）で交わっており、また、この地域が緩やかに小高い地形となっていることか

ら、現在、関係する２市２町のいずれにとってもやや非効率な給水となっている。 

そのため、具体的には JR 土山駅付近に配水施設を共同で新設し、明石市、加古川市、

稲美町、播磨町に給水することで、効率的な給水が可能となるものと考えられる。 

 

                       加古川市平岡町土山に 

配水施設を共同設置 

 

 

 

 

 

  なお、上記⑤⑥⑧⑨のとおりこの周辺は、既に緊急時連絡管として複数の管路が接続

済みとなっており、活用することが可能である。 

⑦ 

⑧ 

⑨

 

⑥ 

 

⑤ 
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③ 東播磨ブロックに隣接する市町との連携方策 

東播磨ブロックに隣接するブロックの市町とも同様の検討が可能であることを踏ま

えると、ブロックの区分にかかわらず、隣接する関係市町間でも検討を行うことが必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

【凡 例】 

 

 

 

地図 対 応 
東播磨ブロック 隣接ブロック 

市 町 地 区 市 町 地 区 

① 

 

既設管路による 

行政区域外給水 

高砂市 北浜町 姫路市 的形町的形 
大塩町 

② 管路接続 高砂市 阿弥陀（豆崎） 姫路市 別所町 
③ 管路接続 小野市 西脇町 加西市 網引町 
④ 

 

既設の緊急時連絡管 

による行政区域外給水 

小野市 古川町 加東市 東古瀬 

⑤ 管路接続 小野市 池田町 加東市 松沢 
⑥ 管路接続 三木市 口吉川町桾原 加東市 新定 
⑦ 管路接続 三木市 吉川町上荒川 三田市 上内神 
⑧ 管路接続 三木市 吉川町上荒川 三田市 沢谷 
⑨ 管路接続 三木市 吉川町福吉 三田市 馬渡 
⑩ 

 

管路接続 三木市 細川町瑞穂 
（大二谷） 

神戸市 北区淡河町 

⑪ 

 

既設の緊急時連絡管 

による行政区域外給水 

三木市 緑が丘町 神戸市 西区富士見が丘 
西区押部谷町 

⑫ 

 

既設の緊急時連絡管 

による行政区域外給水 

稲美町 六分一 神戸市 西区岩岡町古郷 

⑬ 

 

既設の緊急時連絡管 

による行政区域外給水 

明石市 大久保町高丘 神戸市 西区大沢 

⑭ 

 

既設の緊急時連絡管 

による行政区域外給水 

明石市 荷山町 神戸市 西区伊川谷町有瀬 

⑮ 

 

既設の緊急時連絡管 

による行政区域外給水 

明石市 松が丘 神戸市 垂水区南多聞台 
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（2）ソフト面の連携方策（短期的な検討課題） 

① 営業業務、施設管理等の共同委託 

東播磨ブロックでは、例えば、「営業業務」において多くの市が同一業者に包括的

に委託している（明石市、加古川市、高砂市、三木市）、また「浄水場等の維持管理

業務」において同一業者に委託している市町がある（明石市と稲美町、加古川市と三

木市）など、共同委託を検討しやすい状況にあると思われる。 

  【現在の取組内容の整理】 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 東播磨ブロックでは、営業業務を包括的に委託している市が多く、また、営業業務

に加えて検定有効期間の満了メーターの取替や給水装置工事の受付業務等も包括委

託に含めているため、共同委託等の際は契約開始時期の統一や発注方法のほかに特に

委託範囲の検討等が課題となる。 

 

② 県企業庁水質管理センターを核とした水質検査業務の集約化 

  東播磨ブロックに近い神戸市西区の「県企業庁水質管理センター」では、県営水

道４浄水場の水質が集中管理されており、効率的な水質管理や調査研究が行われて

いる。現在、東播磨ブロックでは全ての市町が個別に水質検査業務を委託している

ことから、共同して県に水質検査業務を委託することにより、業務の集約化を検討

することが必要である。 

    なお、検討に当たっては、対応が可能な委託内容や委託料の調整など、県におけ

る受入体制の整備が課題となる。 

 

③ 資材等の共同購入 

④ 各種システムの共同化 

⑤ 業務情報のクラウド化 

⑥ 水道スマートメーター導入に向けた調整 

明石市 加古川市 高砂市 三木市 小野市 稲美町 播磨町

窓口業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 直営 直営

検針業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

料金調定業務 全部委託 全部委託 全部委託 一部委託 全部委託 直営 直営

料金収納・集金業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 直営 一部委託

開閉栓業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 直営 全部委託

未納料金徴収業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 直営 一部委託

水質試験・検査業務 全部委託 一部委託 一部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

水質管理業務 直営 一部委託 - 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

保守点検業務 全部委託 直営 直営 - 直営 直営 直営

事故等の待機業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

漏水調査業務 一部委託 全部委託 一部委託 一部委託 全部委託 全部委託 一部委託

運転管理業務 一部委託 全部委託 一部委託 全部委託 全部委託 一部委託 全部委託

保守点検業務業務 一部委託 全部委託 一部委託 一部委託 全部委託 全部委託 全部委託

警備・清掃業務 一部委託 全部委託 一部委託 全部委託 全部委託 直営 全部委託

営業

水質

管路

施設

業務区分

（31、32 頁参照） 
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北播磨ブロック 

西脇市、加西市、加東市、多可町 

 

 

構成団体は、北播磨広域定住自立圏域の構成団体と同じ。ただし、当該地域における

広域連携の実現に向けた検討に当たっては、当該ブロックを含めたより広域の北播磨

圏域（三木市・小野市を含む）での検討も必要である。 
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１ 水道事業の特性 

（1）地域概況 

① 西脇市 

加古川、杉原川、野間川沿いに開けた平野部に集落や農地が形成され、独自水源と

県営水道からの受水によって給水を行っている。 

② 加西市 

市の中心部を流れる万願寺川の東側には青野ヶ原台地が、西側には鶉野台地が広が

るなど、平坦地を形成している。また、独自水源を持たず、県営水道などからの受水

によって全ての給水を行っている。 

③ 加東市 

加古川などの河川に沿って河岸段丘と沖積平野が形成されており、南部には嬉野台

地、加古川右岸には青野ヶ原台地が広がっている。自己水源ではダムへの依存が多く

の割合を占めており、県営水道からの受水と併せて、水源を確保している。 

④ 多可町 

千ヶ峰を最高峰とする中国山地の東南端の山々に囲まれ、三国岳を源とする杉原川

が加美区・中区を貫流し、笠形山を源とする野間川が八千代区を貫流するなど、豊か

な水資源を有している。 

 

（2）水源別配水量内訳（平成 27 年度） 

事業体 年間総配水量 

（ﾌﾞﾛｯｸ内比率） 

水源別内訳 

西脇市  4,424 千㎥ 

（26.1％） 

地下水 3,271 千㎥ 

県営水道より受水 1,153 千㎥ 

加西市 4,893 千㎥ 

（28.8％） 

県営水道より受水 3,205 千㎥ 

市川町より受水 1,676 千㎥ 

姫路市より受水 12 千㎥ 

加東市 5,467 千㎥ 

（32.2％） 

鴨川ダム 2,092 千㎥ 

東条川・渓流水 501 千㎥ 

県営水道より受水 2,874 千㎥ 

多可町 2,180 千㎥ 

（12.9％） 

地下水 2,180 千㎥ 
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２ 水道事業の経営見通し 

平成27年度決算では、３市１町とも経常黒字となっているものの、人口減少に伴って、

今後 10 年間で料金収入が大きく減少することが見込まれている（※）。 

この課題に対して、３市１町とも経営戦略等の策定に取り組むなど、料金収入の減少

に対応した投資の見直し、経費節減等により、10 年後も収支均衡を維持するための対策

を講じることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

※ 国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に比例して給水人口が変動すると仮定 
 

なお、現状の経営戦略等については、各市町が単独で持続可能な経営基盤の確保に向

けた対応を図る内容となっており、今後の更なる人口減少等の進展を想定した場合、一

層の経営改革に迫られる可能性もある。 

（単位：人）

平成27年度 平成37年度

（実績） （推計）

西脇市 41,851 38,224 ▲ 8.7%

加西市 44,450 40,470 ▲ 9.0%

加東市 39,629 38,365 ▲ 3.2%

多可町 21,597 19,114 ▲ 11.5%

合　計 147,527 136,173 ▲ 7.7%

給水人口

団体名
減少率

（単位：千円）

参考（※）

平成27年度 平成37年度 給水人口 減少率
（実績） （推計） （H27→H37）

A 1,119,897 994,394 ▲ 11.2%

うち料金収入 850,082 765,615 ▲ 9.9%

B 1,110,913 891,257 ▲ 19.8%

A-B 8,984 103,137

A 1,123,344 1,017,939 ▲ 9.4%

うち料金収入 901,119 817,459 ▲ 9.3%

B 1,110,439 1,017,939 ▲ 8.3%

A-B 12,905 0

A 1,407,649 1,332,504 ▲ 5.3%

うち料金収入 1,054,209 1,047,300 ▲ 0.7%

B 1,151,760 1,175,251 2.0%

A-B 255,889 157,253

A 580,138 498,779 ▲ 14.0%

うち料金収入 359,581 346,695 ▲ 3.6%

B 472,452 398,298 ▲ 15.7%

A-B 107,686 100,481

経営戦略等

増減率

加西市

経常収入

経常費用

経常収支

団体名 区　　分

▲ 8.7%

▲ 9.0%

▲ 3.2%

▲ 11.5%

加東市

多可町

経常収入

経常費用

経常収支

経常収入

経常費用

経常収支

経常収入

経常費用

西脇市

経常収支
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３ 北播磨ブロックにおける検討課題 

（1）ハード面の連携方策（中・長期的な検討課題） 

  ① 検討の方向性 

北播磨ブロックの地形は、多可町の標高が最も高く、西脇市、加西市、加東市に向

かって標高が低くなっている。また、多可町では水源の水量に余裕がある状態である

ため、地理的な条件や多可町の余剰水量だけを考慮した場合、可能な限り自然流下方

式による給水を行うことが合理的である。 

多可町に水源が確保された場合、例えば、多可町八千代地区の旧簡易水道区域にお

ける給水体制の合理化を併せて検討することも必要と考えられる。 

なお、北播磨ブロックでは、多可町を除く３市が県営水道からの受水によって水源

を確保していることを踏まえ、県も含めて関係市町の更なる合理化の検討が望まれる。 

 

② 北播磨ブロック内での連携方策 

北播磨ブロックの施設や管路の位置関係から、具体的には次の施設統合や管路の相

互接続を検討することが考えられる。 

地図 対 応 市 町 施設又は地区 市 町 施設又は地区 

① 施設統合 加西市 明神山配水池 加東市 黒石山配水池 

② 既設の浄水場による 

行政区域外給水 

多可町 赤坂浄水場 西脇市 

加西市 

明楽寺町 

河内町 

③ 管路接続による 

施設廃止 

西脇市 平野町 加東市 光明寺加圧ポンプ所 

④ 管路接続 西脇市 高松町 加東市 曽我 

⑤ 管路接続 多可町 中区東安田 西脇市 黒田庄町石原、前島町 

⑥ 管路接続 多可町 中区曽我井 西脇市 羽安町、大木町 

⑦ 管路接続 加西市 国正町 加東市 光明寺 

⑧ 管路接続 加西市 繁昌町 加東市 高岡 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【凡 例】 

 



54 
 

③ 北播磨ブロックに隣接する市町との連携方策 

北播磨ブロックに隣接するブロックの市町とも同様の検討が可能であることを踏

まえると、ブロックの区分にかかわらず、隣接する関係市町間でも検討を行うことが

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡 例】 

 

 
 
 
 

 

 

地図 対 応 
北播磨ブロック 隣接ブロック 

市 町 施設又は地区 市 町 施設又は地区 

① 施設統合 加西市 小谷配水池 福崎町 余田配水池 

② 管路接続 加西市 畑町 福崎町 大貫（東大貫） 

③ 管路接続 加西市 福居町 福崎町 八千種（小倉） 

④ 管路接続 加西市 網引町 小野市 西脇町 

⑤ 既設の緊急時連絡管に

よる行政区域外給水 

加東市 東古瀬 小野市 古川町 

⑥ 管路接続 加東市 松沢 小野市 池田町 

⑦ 管路接続 加東市 新定 三木市 口吉川町桾原 

⑧ 管路接続 加東市 秋津 三田市 大川瀬 

⑨ 管路接続 西脇市 黒田庄町船町 丹波市 山南町井原 
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（2）ソフト面の連携方策（短期的な検討課題） 

① 営業業務、施設管理等の共同委託 

北播磨ブロックでは、例えば、「営業業務」において委託業務の範囲や現契約の終

期が一致している市町がある（西脇市・加西市）、また「浄水場等の維持管理業務」

において同一業者に委託している市町がある（西脇市・加東市）など、共同委託を検

討しやすい状況にあると思われる。 

なお、共同委託の際は契約開始時期の統一や委託範囲、発注方法の検討等が課題と

なる。 

  【現在の取組内容の整理】 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

② 緊急時の相互応援体制の構築 

自然災害及び事故等による大規模な断水の発生など緊急時の対応については、「兵

庫県水道災害相互応援に関する協定」をはじめ、迅速な応急給水体制が構築されてい

るところであるが、併せて、平時から近隣市町での広域対応を想定しておくことも重

要である。 

例えば、防災資機材の備蓄や給水車等の配備については、各市町が個別に対応する

よりも共同化することで、緊急時に対する備えの充実につながる可能性がある。 

 

③ 資材等の共同購入 

④ 各種システムの共同化 

⑤ 業務情報のクラウド化 

⑥ 水道スマートメーター導入に向けた調整 

西脇市 加西市 加東市 多可町

窓口業務 全部委託 全部委託 全部委託 直営

検針業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

料金調定業務 全部委託 全部委託 一部委託 直営

料金収納・集金業務 全部委託 全部委託 全部委託 直営

開閉栓業務 全部委託 全部委託 全部委託 直営

未納料金徴収業務 全部委託 全部委託 一部委託 直営

水質試験・検査業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

水質管理業務 全部委託 － 全部委託 直営

保守点検業務 直営 直営 直営 直営

事故等の待機業務 一部委託 一部委託 一部委託 直営

漏水調査業務 一部委託 全部委託 全部委託 全部委託

運転管理業務 全部委託 直営 全部委託 直営

保守点検業務業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

警備・清掃業務 全部委託 全部委託 全部委託 直営

営業

水質

管路

施設

業務区分

（31、32 頁参照） 
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中播磨ブロック 

姫路市、福崎町、市川町、神河町 

 

 

二級河川である市川が北部より南流する１市３町を構成団体とする。ただし、当該地

域における広域連携の実現に向けた検討にあたっては、ブロックに隣接する周辺団体

との検討も必要である。 
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１ 水道事業の特性 

（1）地域概況 

① 姫路市 

県内第二位の人口規模を有する中核市であり、播磨圏域連携中枢都市圏において中

枢都市の役割を担っている。中東部を市川が、中西部を夢前川が、西端を揖保川が南

流し、独自水源と県営水道等からの受水により給水を行っている。 

② 福崎町 

周囲を低山と丘陵に囲まれた小盆地に位置し、中国自動車道、播但連絡道路などの

交通網を生かし、工業団地の分譲が進んでいる。中央部を市川が南流し、独自水源と

県営水道からの受水によって給水を行っている。 

③ 市川町 

町域の７割を山林が占めており、中央部を市川が南流している。豊かな水資源を有

しており、独自水源によって給水を行っている。なお、単独市町としては県内で唯一、

用水供給事業の認可を得ており、加西市への用水供給を行っている。 

④ 神河町 

町域の８割を山林が占め、1,000ｍ級の山々に囲まれている。平野部では市川、越知

川、猪篠川が南流し、豊かな水源を有している。なお、旧簡易水道区域での給水が有

収水量の約 50％を占めるなど点在する集落を多く抱えている。 

 

（2）水源別配水量内訳（平成 27 年度） 

事業体 年間総配水量 

（ﾌﾞﾛｯｸ内比率） 

水源別内訳 

姫路市  62,237 千㎥ 

（89.0％） 

市川 27,408 千㎥ 

夢前川 3,951 千㎥ 

地下水 9,293 千㎥ 

県営水道より受水 19,862 千㎥ 

その他 1,723 千㎥ 

福崎町 2,553 千㎥ 

（3.7％） 

地下水 2,348 千㎥ 

県営水道より受水 205 千㎥ 

市川町 3,523 千㎥ 

（5.0％） 

地下水 3,523 千㎥ 

神河町 1,613 千㎥ 

（2.3％） 

猪篠川及び谷川 445 千㎥ 

地下水 1,168 千㎥ 
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２ 水道事業の経営見通し 

人口減少に伴って１市３町とも今後10年間で料金収入が大きく減少することが見込ま

れている（※）。 

この課題に対して、姫路市、福崎町では経営戦略等の策定に取り組むなど、料金収入

の減少に対応した投資の見直し、経費節減等により、10 年後も収支均衡を維持するため

の対策を講じることとしている。一方、市川町、神河町では経常赤字額が拡大するなど、

厳しい経営状況が見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に比例して給水人口が変動すると仮定 
 

なお、姫路市の経営戦略において「近隣市町との施設の共同利用化・管理の一体化に

向けた調査・研究」等が示されているものの、今後の更なる人口減少等の進展を想定し

た場合、規模の小さな事業体では一層の経営改革に迫られる可能性もある。 

（単位：人）

平成27年度 平成37年度

（実績） （推計）

姫路市 538,293 513,576 ▲ 4.6%

福崎町 19,453 18,404 ▲ 5.4%

市川町 12,744 11,135 ▲ 12.6%

神河町 11,854 10,215 ▲ 13.8%

合　計 582,344 553,330 ▲ 5.0%

給水人口

団体名
減少率

（単位：千円）

参考（※）

平成27年度 平成37年度 人口推計 減少率
（実績） （推計） （H27→H37）

A 9,824,598 12,176,341 23.9%

うち料金収入 8,041,353 10,378,321 29.1%

B 9,050,333 10,476,251 15.8%

A-B 774,265 1,700,090

A 381,344 387,271 1.6%

うち料金収入 287,161 270,224 ▲ 5.9%

B 331,366 387,052 16.8%

A-B 49,978 219

A 384,065 317,928 ▲ 17.2%

うち料金収入 320,528 268,680 ▲ 16.2%

B 392,238 366,908 ▲ 6.5%

A-B ▲ 8,173 ▲ 48,980

A 399,574 410,302 2.7%

うち料金収入 243,387 233,593 ▲ 4.0%

B 366,850 417,495 13.8%

A-B 32,724 ▲ 7,193

▲ 13.8%

市川町

神河町

経常収入

経常費用

経常収支

経常収入

経常費用

経常収支

経常収入

経常費用

姫路市

経常収支

経常収入

経常費用

経常収支

団体名 区　　分

▲ 4.6%

▲ 5.4%

▲ 12.6%

経営戦略等

増減率

福崎町
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３ 中播磨ブロックにおける検討課題 

（1）ハード面の連携方策（中・長期的な検討課題） 

① 検討の方向性 

中播磨ブロックの地形は、南流する市川に沿って神河町の標高が最も高く、市川町、

福崎町、姫路市東部に向かって標高が低くなっており、地理的な条件だけを考慮した

場合、可能な限り市川を利活用した自然流下方式で給水を行うことが合理的である。 

なお、中播磨ブロック南部（姫路市、福崎町）では、県営水道からの受水によって

水源を確保していることを踏まえ、県も含めて関係市町の更なる合理化の検討が望ま

れる。 

 

② 中播磨ブロック内での連携方策 

中播磨ブロックの施設や管路の位置関係から、具体的には次の施設統合や管路の相

互接続を検討することが考えられる。 

地図 対 応 市 町 施設又は地区 市 町 施設又は地区 

① 管路接続 市川町 沢 神河町 新野 

② 管路接続 市川町 屋形 神河町 福本 

③ 施設統合 福崎町 

 

井ノ口水源地 

福田水源地 

市川町 

 

上瀬加浄水場 

 

④ 管路接続 福崎町 西田原（井ノ口） 市川町 西田中（月見橋付近） 

⑤ 管路接続 福崎町 山崎 市川町 甘地 

⑥ 管路接続 福崎町 田口 市川町 奥 

⑦ 管路接続 姫路市 山田町多田 福崎町 八千種（鍛冶屋） 

⑧ 管路接続 姫路市 船津町 福崎町 八千種 

⑨ 管路接続 姫路市 船津町（八幡） 福崎町 南田原（長目） 

⑩ 管路接続 姫路市 

 

香寺町中寺 

（溝口ﾆｭｰﾀｳﾝ） 

福崎町 

 

高橋（工業団地） 

⑪ 管路接続 姫路市 香寺町久畑 福崎町 西治（西谷） 

 

                   【凡 例】 
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③ 中播磨ブロックに隣接する市町との連携方策 

中播磨ブロックに隣接するブロックの市町とも同様の検討が可能であることを踏

まえると、ブロックの区分にかかわらず、隣接する関係市町間でも検討を行うことが

必要である。なお、姫路市家島諸島については、兵庫県離島振興計画を踏まえ、現在

の海底送水管の老朽化を見据えながら、給水のあり方を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                【凡 例】 

 

 

 

地図 対 応 
中播磨ブロック 隣接ブロック 

市 町 施設又は地区 市 町 施設又は地区 

① 施設統合 福崎町 余田配水池 加西市 小谷配水池 

② 管路接続 福崎町 大貫（東大貫） 加西市 畑町 

③ 管路接続 福崎町 八千種（小倉） 加西市 福居町 

④ 管路接続 姫路市 別所町 高砂市 阿弥陀（豆崎） 

⑤ 

 

既設管路による 

行政区域外給水 

姫路市 的形町的形 

大塩町 

高砂市 北浜町 

⑥ 

 

既設管路による 

行政区域外給水 

姫路市 西脇 

勝原区大谷 

太子町 全域 

⑦ 

 

既設の浄水場による 

行政区域外給水 

姫路市 龍野浄水場 

 

たつの市 神岡町 

⑧ 管路接続 姫路市 安富町安志 宍粟市 山崎町須賀沢 
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（2）ソフト面の連携方策（短期的な検討課題） 

① 営業業務、施設管理等の共同委託 

中播磨ブロックでは、営業業務について、姫路市は検針業務のほか、窓口業務等も

含めて包括的に委託している一方、姫路市以外の３町は検針業務のみの委託に留まっ

ており、多くの業務が直営で行われている。 

検討に当たっては、ブロック内での現状の業務状況に差異があることを踏まえ、ま

ずは、姫路市と同様に検針業務以外の営業業務（窓口業務、水道料金調定業務、料金

収納・集金業務、閉開栓業務、未納料金徴収業務）も対象に含めるか否かの検討が必

要である。 

なお、共同委託の際、契約開始時期の統一や委託範囲、発注方法の検討等が課題と

なる。 

  【現在の取組内容の整理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

姫路市 福崎町 市川町 神河町

窓口業務 一部委託 直営 直営 直営

検針業務 全部委託 全部委託 一部委託 全部委託

料金調定業務 全部委託 直営 直営 直営

料金収納・集金業務 一部委託 直営 直営 直営

開閉栓業務 全部委託 直営 直営 直営

未納料金徴収業務 全部委託 直営 直営 直営

水質試験・検査業務 直営 全部委託 一部委託 全部委託

水質管理業務 直営 直営 直営 直営

保守点検業務 直営 直営 直営 直営

事故等の待機業務 一部委託 一部委託 一部委託 直営

漏水調査業務 一部委託 全部委託 全部委託 一部委託

運転管理業務 一部委託 直営 一部委託 直営

保守点検業務業務 全部委託 全部委託 全部委託 直営

警備・清掃業務 全部委託 一部委託 直営 直営

営業

水質

管路

施設

業務区分
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② 水質検査業務の姫路市への集約化 

水質検査業務は、直営で行うことによって検査結果を早期に把握できるというメリ

ットがあるものの、専門知識や技術を持った職員や検査機器を保有する必要があるこ

とから、委託している団体が大半を占める。 

そのような中、姫路市は水質検査業務を直営で行っている。このことからブロック

内３町を含む姫路市の周辺市町が、水質検査業務を姫路市に委託することによって、

業務の集約化を図ることが考えられる。 

 

 

③ 資材等の共同購入 

④ 各種システムの共同化 

⑤ 業務情報のクラウド化 

⑥ 水道スマートメーター導入に向けた調整 

 

（31、32 頁参照） 
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西播磨ブロック 

赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、上郡町、佐用町、 

西播磨水道企業団、播磨高原広域事務組合 

 

 

構成団体は、西播磨７企業水道協議会の構成団体及び佐用町とする。 

以下、次のとおり表記する。 

西播磨水道企業団→西播水道、播磨高原広域事務組合→播磨高原 
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１ 水道事業の特性 

（1）地域概況 

① 赤穂市 

北部に山々が連なり、南部には瀬戸内海国立公園の海岸線が広がるとともに、多く

の工場が進出している。市中心部を清流・千種川が流れており、極めて良質で豊富な

独自水源を確保していることから、日本一水道料金が安い団体として知られている。

また、姫路市及び西播水道に分水している。 

② 宍粟市 

県内２番目の広大な面積を有し、氷ノ山、三室山、後山など 1,000ｍ級の山々に囲

まれ、市域の大部分を山林が占めている。一級河川である揖保川の源流（引原川、三

方川）を有するなど、豊富な独自水源を確保している。 

③ たつの市（主に龍野地区・新宮地区） 

北部に山地が広がり、南部はおおむね平坦な地勢である。中央部を揖保川が南北に

貫流しており、豊富な独自水源を確保している。 

④ 太子町 

大部分を平地が占め、北部及び東部の外周部には大山を中心に山地が広がっている。

揖保川の下流域に位置し、独自水源と県営水道からの受水によって給水を行っている。 

⑤ 上郡町 

西北部、東部に 300～400ｍの山地が連なり、町の大部分を山地、丘陵地が占めてい

る。町中央部を千種川が流れており、豊富な独自水源を確保している。 

⑥ 佐用町 

北部に山々が連なり、町域の約８割を山林が占めている。中央部は河川流域に沿っ

てなだらかな丘陵地があり、南北に流れる千種川水系の佐用川沿いに盆地が形成され

ている。なお、県内で唯一簡易水道が残っている。 

⑦ 西播水道 

相生市とたつの市揖保川町・御津町への給水を行う企業団である。西部及び中央部

は湾岸部まで山地が迫り、東部は南流する揖保川から南西に広がる平坦な地形となっ

ている。また、相生湾をとりまく形で大規模な工業施設と住宅地が形成されている。 

⑧ 播磨高原 

たつの市・上郡町・佐用町の市町境にまたがる丘陵地帯に開発された「播磨科学公

園都市」で給水を行う一部事務組合である。上郡町とたつの市（新宮地区）に水源を

有するが、現状では、開発の進捗に合わせて上郡町内の水源から給水を行っている。 
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（2）水源別配水量内訳（平成 27 年度） 

事業体 年間総配水量 

（ﾌﾞﾛｯｸ内比率） 

水源別内訳 

赤穂市 13,267 千㎥ 

（30.8％） 

千種川 7,387 千㎥ 

地下水 5,880 千㎥ 

宍粟市 4,303 千㎥ 

（10.0％） 

地下水 3,519 千㎥ 

千種川支流等 784 千㎥ 

たつの市  7,950 千㎥ 

（18.5％） 

地下水 7,950 千㎥ 

太子町 3,849 千㎥ 

（8.9％） 

地下水 3,337 千㎥ 

県営水道より受水 512 千㎥ 

上郡町 2,222 千㎥ 

（5.2％） 

地下水 2,222 千㎥ 

佐用町 2,707 千㎥ 

（6.3％） 

地下水 2,707 千㎥ 

西播水道 8,111 千㎥ 

（18.9％） 

地下水 6,833 千㎥ 

千種川（伏流水） 1,249 千㎥ 

赤穂市より受水 29 千㎥ 

播磨高原 599 千㎥ 

（1.4％） 

地下水 599 千㎥ 

 

２ 水道事業の経営見通し 

平成 27 年度決算では、宍粟市や佐用町など地理的に集落が点在し非効率な給水となら

ざるを得ない団体において、既に経常赤字に陥るなど厳しい経営状況となっている。 

また、分譲中の開発エリア内での給水を行う播磨高原を除き、各団体とも人口減少に

伴って今後 10 年間で料金収入が大きく減少することが見込まれており（※）、その対策

が喫緊の課題となっている。 

この課題に対して、経営戦略等の策定に取り組むなど、料金収入の減少に対応した投

資の見直し、経費節減等により、10 年後も収支均衡を維持するための対策を講じること

としている団体がある一方、総じて経常黒字額の縮小や経常赤字額の拡大が想定される

など、更に厳しい経営状況が見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成27年度 平成37年度

（実績） （推計）

赤穂市 49,407 45,453 ▲ 8.0%

宍粟市 39,135 34,584 ▲ 11.6%

たつの市 54,823 51,237 ▲ 6.5%

太子町 34,009 33,763 ▲ 0.7%

上郡町 15,254 13,325 ▲ 12.6%

佐用町 17,794 14,909 ▲ 16.2%

西播水道 53,437 49,293 ▲ 7.8%

播磨高原 737 743 0.8%

合　計 264,596 243,307 ▲ 8.0%

給水人口

団体名
減少率
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※ 国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に比例して給水人口が変動すると仮定（播磨高原のみ

独自の推計値） 
※ 佐用町は、大部分が簡易水道（公営企業法非適用）による給水のため、経営状況の把握が困難 

   

なお、現状の経営戦略等については、各団体が単独で持続可能な経営基盤の確保に向

けた対応を図る内容となっており、今後の更なる人口減少等の進展を想定した場合、一

層の経営改革に迫られる可能性もある。 

（単位：千円）

参考（※）

平成27年度 平成37年度 人口推計 減少率
（実績） （推計） （H27→H37）

A 1,008,837 956,571 ▲ 5.2%

うち料金収入 815,616 784,843 ▲ 3.8%

B 894,112 926,907 3.7%

A-B 114,725 29,664

A 1,146,626 1,142,690 ▲ 0.3%

うち料金収入 668,999 717,624 7.3%

B 1,436,018 1,358,769 ▲ 5.4%

A-B ▲ 289,392 ▲ 216,080

A 1,197,877 1,141,777 ▲ 4.7%

うち料金収入 778,869 720,000 ▲ 7.6%

B 1,032,587 1,064,000 3.0%

A-B 165,290 77,777

A 502,548 497,679 ▲ 1.0%

うち料金収入 368,130 371,412 0.9%

B 466,580 505,170 8.3%

A-B 35,968 ▲ 7,491

A 466,295 412,099 ▲ 11.6%

うち料金収入 317,023 282,935 ▲ 10.8%

B 402,087 447,448 11.3%

A-B 64,208 ▲ 35,349

443,715 438,489 ▲ 1.2%

▲ 30,263 9,876

A 1,319,338 1,097,941 ▲ 16.8%

うち料金収入 988,475 1,041,246 5.3%

B 1,067,640 1,001,552 ▲ 6.2%

A-B 251,698 96,389

A 440,059 290,827 ▲ 33.9%

うち料金収入 170,189 171,431 0.7%

B 440,059 290,827 ▲ 33.9%

A-B 0 0

経常費用

経常収支

料金収入

経常収支（上水）
＋単年度収支（簡水）

経常費用

経常収支

西播水道

経常収入

▲ 7.8%

佐用町 ▲ 16.2%

0.8%播磨高原

経常収入

経常費用

経常収支

経常収入

経常費用

経常収支

赤穂市

経常収入

経常費用

経常収支

経常収支

太子町

経常収入

▲ 0.7%

団体名 区　　分

▲ 8.0%

▲ 12.6%

経営戦略等

増減率

上郡町

たつの市

経常収入

▲ 6.5%
経常費用

経常収支

宍粟市

経常収入

▲ 11.6%

経常費用
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３ 西播磨ブロックにおける検討課題 

（1）ハード面の連携方策（中・長期的な検討課題） 

  ① 検討の方向性 

西播磨ブロックにおける揖保川流域は、宍粟市の標高が最も高く、たつの市、西播

水道、太子町に向かって緩やかに標高が低くなっており、また千種川流域は、同じく

宍粟市から佐用町、上郡町、西播水道、赤穂市へと傾斜している。 

このような２つの河川流域を考慮し、可能な限り自然流下方式による給水を行うこ

とが合理的である。 

また、西播磨ブロックの南部（赤穂市、たつの市、太子町、西播水道）では、良質

で豊富な水源（揖保川・千種川）に恵まれていることもあり、両河川に沿って各団体

の施設が複数設置されている。現状の給水体制においては、各施設とも必要な機能を

果たしているところであるが、仮に赤穂市、たつの市、太子町及び西播水道を一つの

事業体として考えた場合に、各団体の主要施設が極めて近距離に設置されていること

から、将来的に各施設の余剰が拡大することを想定し、重複投資を回避するための方

策を検討するべきである。 

その方策の検討に当たり、特にたつの市と西播水道については、現在、たつの市内

における給水が、主に合併前の旧市町単位で区分（下表参照）されており、市民にと

って分かりにくくなっていることなども考慮の上、将来的には事業統合も視野に入れ

ることが考えられる。 

 

団 体 たつの市内における給水区域 

たつの市 龍野地区、新宮地区(光都を除く)、揖保川地区半田の一部 

西播水道 揖保川地区（半田の一部を除く）、御津地区 
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② 西播磨ブロック内での連携方策 

西播磨ブロックの施設や管路の位置関係から、具体的には次のポイントでの検討が

考えられる。 

地図 対 応 団 体 施設又は地区 団 体 施設又は地区 

① 管路接続 たつの市 揖西町小犬丸 西播水道 相生市 

矢野町二木 

② 管路接続 赤穂市 有年牟礼成林 西播水道 相生市 

若狭野町若狭野 

③ 管路接続 赤穂市 有年楢原 上郡町 与井新 

④ 管路接続 赤穂市 東山田 上郡町 竹万山田 

⑤ 施設統合 播磨高原 川向水源地 上郡町 大枝水源地 
新大枝水源地 
大枝新水源地 

⑥ 管路接続による 

施設廃止 

佐用町 大酒浄水場 上郡町 赤松 

⑦ 管路接続 佐用町 三原 播磨高原 光都 

⑧ 管路接続 佐用町 三日月 たつの市 新宮町下莇原 

⑨ 管路接続 佐用町 真宗 宍粟市 山崎町葛根 

⑩ 管路接続 

による施設廃止 

佐用町 北部浄水場 宍粟市 千種町下河野 

⑪ 管路接続による 

施設廃止 

たつの市 香山浄水場 宍粟市 山崎町下宇原 

⑫ 施設統合 たつの市 新宮浄水場 播磨高原 新宮新水源 

曽我井水源 

⑬ 施設統合 たつの市 

西播水道 

揖保南浄水場 

市場水源地 

太子町 吉福浄水場 

⑭ 施設統合 西播水道 坂越水源地 赤穂市 北野中浄水場 

⑮ 管路接続 たつの市 誉田町福田 太子町 松尾 

⑯ 管路接続 たつの市 誉田町福田 太子町 鵤 

⑰ 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

たつの市 誉田町福田 太子町 馬場 

⑱ 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

西播水道 たつの市 

揖保川町市場 

太子町 吉福 

⑲ 既設の緊急時連絡管に 

よる行政区域外給水 

たつの市 揖保町揖保中 西播水道 たつの市 

揖保川町正條 

⑳ 管路接続 たつの市 揖保川町半田 西播水道 たつの市 

揖保川町半田 

21 管路接続 たつの市 揖西町龍子 西播水道 たつの市 

揖保川町二塚 

22 管路接続 たつの市 揖西町土師 西播水道 たつの市 

揖保川町片島 

23 管路接続 たつの市 揖西町土師 西播水道 相生市那波野 
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【凡 例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 
播磨高原の水源は、播
磨科学公園都市のエ
リア内にはなく、上郡
町内（地図⑤）、たつ
の市内（地図⑫）に水
源を保有している。 
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③ 西播磨ブロックに隣接する市町との連携方策 

西播磨ブロックに隣接するブロックの市町とも同様の検討が可能であることを踏

まえると、ブロックの区分にかかわらず、隣接する関係市町間でも検討を行うことが

必要である。 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

【凡 例】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

（2）ソフト面の連携方策（短期的な検討課題） 

① 営業業務、施設管理等の共同委託 

西播磨ブロックは構成団体が多いため、全構成団体での統一的な連携のみならず、

一部の構成団体による連携を検討することも重要である。 

ただし、包括的に委託できる業者が限定されており、市場における競争原理が機能

しない可能性もあるため、姫路市を含む中播磨ブロックとの情報共有も必要である。 

なお、西播磨ブロックでは、上郡町が営業業務を包括的に委託しているため、共同

委託の際は契約開始時期の統一や発注方法のほかに、特に委託範囲の検討等が課題と

なる。 

 

 

地図 対 応 
西播磨ブロック 隣接ブロック 

市 町 施設又は地区 市 町 施設又は地区 

① 

 

既設管路による 

行政区域外給水 

太子町 全域 姫路市 

 

西脇 

勝原区大谷 

② 

 

既設浄水場による 

行政区域外給水 

たつの市 神岡町 姫路市 龍野浄水場 

③ 管路接続 宍粟市 山崎町須賀沢 姫路市 安志 
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② 西播磨ブロック南部の団体を核とした業務の集約化 

西播磨ブロックの特徴として、ブロック南部を中心に、プロパー職員が在籍し直営

によって民間委託を上回る業務レベルを維持している団体が複数あることが挙げら

れる。このことから、上記①の対案として、ブロック南部の核となる団体に周辺市町

が委託することによって、業務の集約化を図ることが考えられる。 

なお、検討に当たっては、受託団体の職員増員に見合った業務内容や委託料の調整

など、受託団体における受入体制の整備が課題となる。 

また、プロパー職員を講師役に研修会・勉強会の共同開催や人事交流・派遣も検討

するべきである。 

 

 

③ 施設の遠方監視の共同化 

現在、宍粟市と佐用町において、「宍粟市・佐用町水道施設維持管理に係る相互協

力に関する協定」に基づき、同一業者への委託となっている実態を生かした施設の遠

方監視の協力体制がとられている。地理的要因により多数の施設等を保有・管理し、

職員数が不足している団体において、施設の遠方監視の共同化は有効な手段と考えら

れることから、宍粟市、佐用町と類似した経営環境にある上郡町についても、参画を

検討するべきである。 

 

 

④ 資材等の共同購入 

⑤ 各種システムの共同化 

⑥ 業務情報のクラウド化 

⑦ 水道スマートメーター導入に向けた調整 

 

 

 

 

 

 

（31、32 頁参照） 
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但馬ブロック 

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

 

 

（構成団体は、但馬上下水道協議会の構成団体と同じ。） 
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１ 水道事業の特性 

（1）地域概況 

① 豊岡市 

県内最大の広大な面積を有し、市域の約８割を山林が占めている。市中央部には但

馬最大の豊岡盆地が広がり、その中央部を緩やかに北流する円山川が貴重な水源とな

っている。 

② 養父市 

県内最高峰の氷ノ山やハチ高原、妙見山など山岳高原地帯があり、市域の約８割を

山林が占めている。市内を円山川が南東から北東に流れており、その支流である八木

川、大屋川も含め豊かな独自水源を確保している。 

③ 朝来市 

市域の約８割を山林が占め、日本海へ流れる円山川と瀬戸内海に流れる市川の源流、

兵庫県の南北の分水嶺を有している。市川の上流域と円山川の上中流域を軸として、

その支流など多くの河川流域に細長く分布する平地を形成している。 

④ 香美町 

南東部は鉢伏山など 1,000ｍ級の山々が続き、町域の８割以上を山林と原野が占める

とともに、町中央部を矢田川が北流している。なお、県内でも特に多数の小規模集落

を抱える地域となっている。 

⑤ 新温泉町 

町域の約８割を山林が占め、内陸部は 1,000ｍ級の山々に囲まれており、岸田川水系

に沿って耕地や居住地を形成している。 

 

 

（2）水源別配水量内訳（平成 27 年度） 

事業体 年間総配水量 

（ﾌﾞﾛｯｸ内比率） 

水源別内訳 

豊岡市  13,083 千㎥ 

（50.8％） 

円山川 6,272 千㎥ 

円山川支流（薬王寺川など） 1,128 千㎥ 

地下水、湧水 5,683 千㎥ 

養父市 3,311 千㎥ 

（12.9％） 

円山川支流（八木川など） 648 千㎥ 

地下水 2,663 千㎥ 

朝来市 4,375 千㎥ 

（17.0％） 

市川 434 千㎥ 

大路ダム（円山川水系）（県所管） 281 千㎥ 

与布土ダム（円山川水系）（県所管） 476 千㎥ 

円山川支流 435 千㎥ 

地下水 2,749 千㎥ 

香美町 2,885 千㎥ 

（11.2％） 

矢田川、矢田川支流、佐津川 677 千㎥ 

地下水、湧水 2,208 千㎥ 

新温泉町 2,092 千㎥ 

（8.1％） 

岸田川支流（久斗川など） 15 千㎥ 

地下水、湧水 2,077 千㎥ 
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２ 水道事業の経営見通し 

人口減少に伴って３市２町とも今後10年間で料金収入が大きく減少することが見込ま

れている（※）。この課題に対して、経営戦略等の策定に取り組むなど、料金収入の減少

に対応した投資の見直し、経費節減等により、経営を維持するための対策を講じること

としている。 

しかし、各市町とも経常黒字額の大幅な減少、経常赤字の未解消、一般会計繰入の増

加など、それぞれに厳しい経営状況が見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に比例して給水人口が変動すると仮定 

（単位：千円）

参考（※）

平成27年度 平成37年度 人口推計 減少率
（実績） （推計） （H27→H37）

A 2,432,613 2,178,670 ▲ 10.4%

うち料金収入 1,699,321 1,617,338 ▲ 4.8%

B 2,211,535 2,132,414 ▲ 3.6%

A-B 221,078 46,256

A 794,541 -

うち料金収入 502,021 -

B 794,541 -

A-B 0

A 744,213 679,971 ▲ 8.6%

うち料金収入 598,249 535,961 ▲ 10.4%

B 674,155 604,073 ▲ 10.4%

A-B 70,058 75,898

A 492,107 434,389 ▲ 11.7%

うち料金収入 331,432 321,397 ▲ 3.0%

B 594,969 496,020 ▲ 16.6%

A-B ▲ 102,862 ▲ 61,631

A 428,272 432,698 1.0%

うち料金収入 290,691 292,500 0.6%

B 422,744 356,908 ▲ 15.6%

A-B 5,528 75,790

新温泉町

経常収入

▲ 15.8%
経常費用

経常収支

香美町

経常収入

▲ 15.6%

経常収入

経常費用

経常収支

豊岡市

経常費用

経常収支

養父市

経常収入

▲ 13.1%
経常費用

経常収支

朝来市

経常収入

▲ 11.7%
経常費用

経常収支

団体名 区　　分

▲ 9.5%

経営戦略等

増減率

 公営企業法非適用
 の簡易水道が大半

 のため非表示
  （H29.4水道事業
  に統合）

（単位：人）

平成27年度 平成37年度

（実績） （推計）

豊岡市 84,302 76,299 ▲ 9.5%

養父市 24,946 21,674 ▲ 13.1%

朝来市 30,758 27,171 ▲ 11.7%

香美町 18,873 15,936 ▲ 15.6%

新温泉町 15,290 12,872 ▲ 15.8%

合　計 174,169 153,952 ▲ 11.6%

給水人口

団体名
減少率
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なお、現状の経営戦略等については、各市町が単独で持続可能な経営基盤の確保に向

けた対応を図る内容となっており、今後の更なる人口減少等の進展を想定した場合、一

層の経営改革に迫られる可能性もある。 
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３ 但馬ブロックにおける検討課題 

（1）ハード面の連携方策（中・長期的な検討課題） 

  ① 検討の方向性 

但馬ブロックの構成団体の市町境は、河川流域のごく限られた平地部を除き、標高

の高い山岳地帯となっていることから、但馬ブロック全体として抜本的な給水体制の

見直しを検討するよりも、北流する複数の河川に沿った部分的な連携（市町内での合

理化を含む）を徹底することで、経営の合理化を図っていくことが現実的である。具

体的には、次の５つの水系に沿った観点からの検討が考えられる。 

【但馬ブロック内の河川流域を生かした給水体制】 

地図 河川水系 検討の観点 

① 円山川水系 朝来市北部の水源により養父市、豊岡市へ給水 

② 出石川水系 豊岡市東部の水源により豊岡市内の給水を合理化 

③ 八木川水系 養父市西部の水源により豊岡市へ給水 

④ 矢田川水系 香美町南部の水源により香美町内の給水を合理化 

⑤ 岸田川水系 新温泉町南部の水源により新温泉町内の給水を合理化 

 

                                 （検討の具体例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

なお、但馬ブロックは、地理的に隔絶された小規模集落を多数抱えている上、今後

大きな人口減少が見込まれるなど、深刻な経営課題に直面している。そのため、将来

的には、事業統合をはじめ管理の一体化などによる合理化の徹底も必要である。 

①円山川に沿った豊
岡市中心部、出石
地区、日高地区に
おける施設の統廃
合、管路接続など 

②出石川に沿った
豊岡市但東地区
と出石地区にお
ける施設の統廃
合、管路接続など 

③八木川に沿った養父市八
鹿地区と関宮地区におけ
る施設の統廃合、管路接
続など 

⑤岸田川に沿った新温
泉町温泉地区と浜坂
地区における施設の
統廃合、管路接続な
ど 

④矢田川に沿った香美町
小代地区と香住地区に
おける施設の統廃合、管
路接続など 
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 ② 具体的な連携方策 

但馬ブロックの施設や管路の位置関係から、具体的には次の施設廃止や管路の相互

接続を検討することが考えられる。 

地図 対 応 市 町 施設又は地区 市 町 施設又は地区 

① 管路接続 豊岡市 日高町浅倉 養父市 八鹿町宿南（川西） 

② 管路接続による 

施設廃止 

朝来市 和田山町高田 養父市 堀畑浄水場 

③ 管路接続 朝来市 山東町大内 京都府 

福知山市 

夜久野町 

 

                 【凡 例】  
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（2）ソフト面の連携方策（短期的な検討課題） 

① 営業業務、施設管理等の共同委託 

但馬ブロックでは、営業業務について、豊岡市は検針業務のほか窓口業務等も含め

て包括的に委託しているが、豊岡市以外の２市２町は検針業務及び検針業務以外の一

部の営業業務のみを委託している。検討に当たっては、豊岡市以外の２市２町も、豊

岡市と同様に検針業務以外の営業業務（窓口業務、水道料金調定業務、料金収納・集

金業務、閉開栓業務、未納料金徴収業務）を委託の範囲に含めるか否かも検討すべき

である。 

なお、共同委託の際は契約開始時期の統一や委託範囲、発注方法の検討等が課題と

なる。 

  【現在の取組内容の整理】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資材等の共同購入 

但馬上下水道協議会において、下水道事業では資材等の共同購入が行われているこ

とを踏まえると、水道事業においても同様の取組を検討しやすい状況にあると思われ

る。 

 

③ 施設の遠方監視の共同化 

但馬ブロックの構成団体は、地理的要因により多数の施設等を保有・管理し、職員

数が不足していることから、施設の遠方監視の共同化は有効な手段と思われる。 

 

 

豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町

窓口業務 全部委託 直営 直営 直営 直営

検針業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託

料金調定業務 全部委託 直営 直営 直営 直営

料金収納・集金業務 全部委託 直営 直営 直営 一部委託

開閉栓業務 全部委託 一部委託 直営 直営 直営

未納料金徴収業務 全部委託 直営 直営 直営 直営

水質試験・検査業務 全部委託 全部委託 全部委託 全部委託 一部委託

水質管理業務 全部委託 直営 一部委託 全部委託 直営

保守点検業務 直営 直営 直営 直営 直営

事故等の待機業務 一部委託 直営 全部委託 一部委託 直営

漏水調査業務 一部委託 直営 一部委託 全部委託 一部委託

運転管理業務 全部委託 直営 直営 全部委託 直営

保守点検業務業務 全部委託 直営 全部委託 全部委託 直営

警備・清掃業務 全部委託 直営 一部委託 全部委託 直営

営業

水質

管路

施設

業務区分
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④ 各種システムの共同化 

⑤ 業務情報のクラウド化           （31、32 頁参照） 
⑥ 水道スマートメーター導入に向けた調整 
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丹波ブロック 

篠山市、丹波市 

 

 

丹波地域の２市を構成団体とする。ただし、当該地域における広域連携の実現に向け

た検討にあたっては、ブロックに隣接する周辺団体との検討も必要である。 
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１ 水道事業の特性 

（1）地域概況 

① 篠山市 

多紀連山などの 400～800ｍ級の山並みに囲まれており、中央の篠山盆地には市街地

や集落が集中し、盆地の中央部を篠山川が西流するとともに、武庫川や日本海へ注ぐ

由良川の源流がある。水源は、県営水道からの受水が多くを占めている。 

② 丹波市 

急斜面をもった山々によって形作られた中山間地域であり、加古川水系の最上流、

由良川水系の最上流に位置する。全て独自水源で給水を行っているが、渇水期等に水

源の枯渇が危惧される地域を抱えるなど、市内の水需要に不均衡が生じている。 

 

（2）水源別配水量内訳（平成 27 年度） 

事業体 年間総配水量 

（ﾌﾞﾛｯｸ内比率） 

水源別内訳 

篠山市  4,897 千㎥ 

（36.1％） 

篠山川（加古川水系） 666 千㎥ 

みくまりダム（県所管） 240 千㎥ 

地下水、井戸水 936 千㎥ 

湖沼水 308 千㎥ 

県営水道より受水 2,747 千㎥ 

丹波市 8,659 千㎥ 

（63.9％） 

地下水 8,029 千㎥ 

渓流水 472 千㎥ 

三宝ダム（県所管） 158 千㎥ 

 

 

２ 水道事業の経営見通し 

人口減少に伴って２市とも今後10年間で料金収入が大きく減少することが見込まれて

いる（※）。この課題に対して、経営戦略の策定に取り組むなど、料金収入の減少に対応

した投資の見直し、経費節減等により、経営を維持するための対策を講じることとして

いる。しかし、２市とも今後も多額の一般会計繰入が生じるとともに、丹波市では 10 年

後もなお経常赤字が解消されないなど、厳しい経営状況が見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成27年度 平成37年度

（実績） （推計）

篠山市 42,768 38,182 ▲ 10.7%

丹波市 66,159 59,363 ▲ 10.3%

合　計 108,927 97,545 ▲ 10.4%

給水人口

団体名
減少率
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※ 国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に比例して給水人口が変動すると仮定 
 

なお、現状の経営戦略については、各市が単独で持続可能な経営基盤の確保に向け

た対応を図る内容となっており、今後の更なる人口減少等の進展を想定した場合、一

層の経営改革に迫られる可能性もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

参考（※）

平成27年度 平成37年度 人口推計 減少率
（実績） （推計） （H27→H37）

A 2,151,987 2,030,312 ▲ 5.7%

うち料金収入 1,185,058 1,147,825 ▲ 3.1%

B 2,041,898 1,756,961 ▲ 14.0%

A-B 110,089 273,351

A 1,998,462 1,727,000 ▲ 13.6%

うち料金収入 1,428,044 1,304,000 ▲ 8.7%

B 2,025,192 1,740,000 ▲ 14.1%

A-B ▲ 26,730 ▲ 13,000

▲ 10.3%
経常費用

経常収支

団体名 区　　分

▲ 10.7%

経営戦略等

増減率

経常収入

経常費用

経常収支

篠山市

丹波市

経常収入
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３ 丹波ブロックにおける検討課題 

（1）ハード面の連携方策（中・長期的な検討課題） 

① 検討の方向性 

篠山市・丹波市の市境は、ごく限られた地区を除き、栗柄峠、鐘ヶ坂峠などの複数

の峠が連なっていることから、両市だけで抜本的な給水体制を見直すビジョンを共有

するよりも、当該ブロック単位ではなく、同一市内での水源の合理化や隣接する京都

府内の自治体との連携を含めて検討することが現実的である。 

具体的には、次の３つの観点からの検討が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 丹波市内の水需給の不均衡

を是正するため、最も標高が

高く豊かな水源を有する青垣

町に水源を確保した上で、渇

水が懸念される春日地域へ給
水する。 

② 隣接する京都府内の自治体

との連携方策を検討する。 

③ 篠山市が県営水道を受水す

るために三田市内に布設して

いる管路があることから、県

の送水管などの活用方策も含

めた総合的な連携方策を検討

する。なお、篠山市と同じく

県営水道を受水する阪神北ブ

ロックの六甲山系北部（宝塚

市、川西市、三田市、猪名川

町）を含めた検討が必要であ
る。 
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② 具体的な連携方策 

丹波ブロックの施設や管路の位置関係から、具体的には次のポイントでの検討が考

えられる。 

また、丹波ブロックに隣接するブロックの市町とも同様の検討が可能であることを

踏まえると、ブロックの区分にかかわらず、隣接する関係市町間でも検討を行うこと

が望まれる。 

 

                     【凡 例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地図 対 応 市 町 施設又は地区 市 町 施設又は地区 

① 既設浄水場による 

行政区域外給水 

篠山市 栗柄浄水場 丹波市 春日町栢野 

② 管路接続 篠山市 追入 丹波市 柏原町上小倉 

③ 管路接続 篠山市 大山下 丹波市 山南町上滝 

④ 管路接続 篠山市 草野 三田市 藍本 

⑤ 管路接続 篠山市 今田町下立杭 三田市 西相野 

⑥ 管路接続 丹波市 山南町井原 西脇市 黒田庄町船町 

⑦ 管路接続 篠山市 遠方 京都府福知山市 三和町友渕 

⑧ 管路接続 丹波市 市島町戸平 京都府福知山市 三和町草山 

（小笹） 
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（2）ソフト面の連携方策（短期的な検討課題） 

① 営業業務、施設管理等の共同委託 

丹波ブロックでは、２市とも営業業務を包括的に委託（別の事業者）しているが、

丹波市においては、営業業務に加えて送配水管路の維持管理業務の一部等も包括委託

に含めているため、共同委託の際、契約開始時期の統一や発注方法のほかに特に委託

範囲の検討等が課題となる。 

なお、篠山市では、現在のところ丹波市と比較すると管路の老朽化が進んでいない

ことから、管路の維持管理業務を直営で対応できているが、将来的には丹波市と同様

の対応を見据えておく必要がある。 

  【現在の取組内容の整理】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 施設の遠方監視の共同化 

丹波市のように多数の施設等を保有・管理しており、職員数が不足している現状に

おいては、施設の遠方監視の共同化は有効な手段と思われる。 

 

 

③ 資材等の共同購入 

④ 各種システムの共同化 

⑤ 業務情報のクラウド化 

⑥ 水道スマートメーター導入に向けた調整 

篠山市 丹波市

窓口業務 全部委託 全部委託

検針業務 全部委託 全部委託

料金調定業務 直営 全部委託

料金収納・集金業務 全部委託 全部委託

開閉栓業務 全部委託 全部委託

未納料金徴収業務 全部委託 全部委託

水質試験・検査業務 全部委託 全部委託

水質管理業務 全部委託 全部委託

保守点検業務 直営 全部委託

事故等の待機業務 直営 一部委託

漏水調査業務 一部委託 全部委託

運転管理業務 全部委託 全部委託

保守点検業務業務 全部委託 全部委託

警備・清掃業務 一部委託 全部委託

営業

水質

管路

施設

業務区分

（31、32 頁参照） 
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神戸・阪神南ブロック 

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、阪神水道企業団 

 

 

都市化の進展に伴う水需要増大に対応するための水源確保が課題であり、阪神水道企

業団を設立し、琵琶湖・淀川に水源を求めることで、広域的に対応してきた経緯があ

る。今後は、水需要の減少等に見合った施設整備等を行うべく、広域的な視点で対応

していくことが必要となっている。 
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１ 水道事業の特性 

(1) 地域概況 

・当該地域は、六甲山地と大阪湾に挟まれた東西約 40km の細長い形で市街地が形成さ

れている。 

・昭和初期頃までは、各市自己水源で対応していたが、大きな川や湖に恵まれず、急

速な都市化の進展に伴う水需要を賄うことが困難であったため、水源を琵琶湖・淀

川に求め、昭和 11 年に阪神水道企業団を設立した。 

・以後、各市の自己水源と阪神水道企業団からの受水、また、県営水道からの受水に

より給水を行っている。 

・なお現在では、当該地域全体の約 80％が阪神水道企業団からの受水となっている。 

 

(2) 事業規模 

① 給水人口（平成 28 年度実績） 

 

 

② 実績配水量（平成 28 年度実績） 

 

※宝塚市の阪神水道企業団からの受水開始は平成 29 年度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 宝塚市

給水人口 1,527,541 450,765 487,967 94,474 234,657

（単位：㎥）

事業体名 計 自己水等 受水（阪水） 受水（県水）

神戸市 188,847,240 15,448,450 166,736,050 7,154,000

尼崎市 55,633,824 6,600,124 48,676,000 357,700

西宮市 54,508,180 2,399,710 47,637,410 4,471,060

芦屋市 10,804,900 1,620,750 9,184,150 0

宝塚市 24,393,570 18,954,448 0 5,439,122

計 334,187,714 45,023,482 272,233,610 17,421,882

阪神水道企業団 272,233,610 - - -

年間総配水量（H28.4.1～H29.3.31)



89 
 

２ 神戸・阪神南ブロックにおける広域連携の検討状況 

当該地域においては、水需要の減少に伴う各市の給水収益の減少、各事業体の施設更

新需要の増大及び災害リスク等に対する新たな投資等の諸課題に対応するため、各事業

体における用水供給と自己水源のバランス調整、事業体間の緊急時連絡管整備や一部業

務の受委託等、各事業体で最適な事業運営の検討・推進を行ってきた。 

さらに、各事業体を一体として捉え、効果的かつ効率的な事業のあり方について研究

することを目的に、「阪神地域の水供給の最適化研究会の設置に関する協定書」を阪神水

道企業団と構成市との間で平成 28 年３月（平成 29 年４月改定）に締結して、研究を実

施している。 

 

(1) 阪神地域の水供給の最適化研究会について 

① 基本理念 

企業団及び構成各市の水道を一体として捉えることにより「阪神地域における水供

給の全体最適」を目指し、各事業体間で忌憚なく意見交換し議論できる場とする。 

 

② 研究内容 

・阪神地域における水供給システムとして効果的、効率的な施設配置とその運用 

・水道専門職員の確保・育成に向けた取組 

・水質検査（管理）一元化に向けての課題整理 

 

③ 研究体制 

各事業体の課長級で構成される研究会にて研究を行っており、さらに、テーマごと

に係長級を中心に構成するワーキンググループ（施設 WG、運営体制 WG、水質検査共

同化推進 WG）も設置している。 
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(2) 研究の状況（現在の状況） 

① 水供給システムとして効果的、効率的な施設配置とその運用［施設ＷＧ］ 

人口減少や節水機器の普及等により、水需要が減少の一途をたどっているなか、一

方では、施設の経年化による膨大な更新需要や災害リスクに対する新たな投資等の諸

課題に対応していく必要がある。 

そのような状況下において、阪神水道企業団を設立して共同で水源確保を図ったと

いう原点に立ち返り、阪神地域における「水供給システム」に関して、「企業団と構成

市の水道を一体として捉えることにより、最適な水源（浄水場）の再配置・集約化を

目指す」ことをテーマとしている。 

まず、阪神水道企業団と構成市で供給の対応エリアが重複する「水源再編の対象と

なる施設」を抽出した。次に、複合リスクを想定した災害時においても、通常時と同

等の水需要があるものとした上で、水源の再配置案を複数設定し、平常時の水運用や

水源水質事故、渇水時などの対応について評価を実施した。 

現在はリスク対策のあり方案について検討しており、「阪神地域における水供給シス

テムとして効果的、効率的な配置とその運用（案）」としての取りまとめを進めている。 

 

 

【施設 WG における検討フロー】 
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② 水道専門職員の確保・育成に向けた取組［運営体制ＷＧ］ 

各事業体の職員配置の状況（職種、年齢、従事業務等）を整理し、それらを集約し

た阪神地域全体の状況を確認した上で課題を抽出し、今後の対応策について検討を進

めている。 

集約の結果、職種構成では、理化学職や設備（電気・機械）職がほとんどいない年

代があり、年齢構成については 40 代後半以降の職員が多く、今後 10 年前後でベテラ

ン職員が退職するため、技術継承が課題であることを確認した。 

さらに、阪神水道企業団の職員は全てが水道専門職員であるものの、担う業務が用

水供給のみであるという事、また、構成市においては、水道職員の採用が水道部局に

よる独自採用ではなく全市的な採用であり、他部局との異動も含めて、専門職員の確

保・育成に課題があることも確認した。 

今後の方策としては、まず、現状の枠組みの中での対応策として、合同研修や情報

交換等の取組を行った上で、阪神地域の最適化を目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

【阪神地域における水道事業体職員の状況】 

 

  

0

100

200

300

400

事務 土木 建築 理化学 電気 機械 その他 労務

（人） 職種別職員数（阪神地域）

正規

ﾌﾙﾀｲﾑ
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再任用
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嘱託
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～25 ～30 ～35 ～40 ～45 ～50 ～55 ～60 ～65 66～

（人）
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職種別年齢構成（阪神地域）

労務

その他

機械

電気

理化学

建築

土木

事務
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③ 水質検査（管理）一元化に向けての課題整理［水質検査共同化推進ＷＧ］ 

現在、阪神水道企業団と構成市の間で実施している「水質検査の共同化（受委託）」

の更なる発展や効率化を図ることを目的として、水質検査業務における共有課題を再

確認した上で、中短期での効率化方策に関する検討を実施した。 

水質基準の強化による水質検査業務の厳格化が必要ななか、ベテラン職員の退職や

人員削減等により、人材育成・技術継承が必要であることや、低稼働な高額分析機器

の稼働率をどのように向上させるかが課題であることを確認した。 

その上で、中短期の具体的な方策として、「水質検査の受委託範囲の拡大」「高額分

析機器の共同利用」及び「水質検査結果データの共有」を進めることとしている。 

また、水質検査地点の集約（拠点化）のメリット、デメリット整理を行ったが、現

行の枠組みの下では、水質検査・管理を各事業体で行う必要があるため、検査や水質

管理の一元化等の議論を進めるには限界があり、業務の効率化やコスト削減効果を充

分に見込むことが困難であることを確認した。 

よって、将来における水道事業の一体化の可能性等を踏まえた上で、実務担当者を

中心に、「水質検査頻度等の統一化（標準化）」、「人事交流」及び「情報の共有化」等

について、取り組むこととしている。 

 

 
【水質検査共同化推進 WG における検討フロー】 
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淡路ブロック 

淡路広域水道企業団 

 

 

 

～県内唯一の事業統合事例として～ 
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１ 経営統合の概要 

平成 22 年４月に、用水供給を行う企業団（淡路広域水道企業団）と末端給水を行う３

市（洲本市、南あわじ市、淡路市）が垂直統合し、事業規模を拡大した。 

 

（1）事業統合の検討を開始した契機・背景 

淡路地域は、島内の慢性的な水不足を解消するため、昭和 59 年に島内３ダムを水源

とした水道用水供給事業を発足したが、明石海峡大橋の事業化決定を契機に、更に水

源を本土導水にも求め、計画給水量 3 万 7,100 ㎥とした第１次拡張事業に着手するこ

ととなった。 

平成 11 年の事業完了により、全島（旧１市 10 町）に送水を開始したが、平成 12 年

３月の「兵庫県南部地域広域的水道整備計画」では、事業認可の要件となった、平成

17 年度までの島内末端給水事業との経営統合の必要性が改めて示されたことから、旧

１市 10 町及び企業団は、水道合併研究会を設けて事業統合のための協議・調整を行っ

てきた。 

なお、平成 15 年 10 月には、島内の市町合併を優先させるため、「水道事業の経営統

合に関する確認書」において、事業統合を５年延期し、新３市体制の下で協議を継続

し、平成 22 年４月の事業統合に至った。 

 

（2）導入過程 
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２ 経営統合の具体的内容とねらい、効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）安定給水の強化 

島全体が 1 つの給水区域となることから、渇水時の県水の水量調整など、効率的な

運用や災害時の相互の対応が可能となり、危機管理体制の強化が図れる。 

 

（2）組織体制のスリム化 

組織の集約化により、経験や技術等を融合するなど、専門職員の確保が可能となり、

運営・維持管理体制や経験・技術等の継承も可能となる。 

 

（3）統合後の取組 
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３ 他の自治体の参考となる点 

（1）３市及び企業団による個別的対応の限界と事業統合の効果 

① 安定給水 

項 目 事業統合前の課題 事業統合による効果 

渇水対策 

 

 

 

・各団体に組織が分かれていた

ため、渇水時の水量調整が容

易ではなかった。 

 

・１組織となったことに伴い、水運用

計画による渇水時の県水の水量調整

をより適切・スムーズに行うことが

可能となった。 

施設の 

更新・ 

耐震化 

 

 

 

 

・老朽施設の更新や耐震化には

多大な費用が必要であること

から、個別的対応には限界が

あった。 

 

 

 

・県水・企業団施設を有効利用して施

設の統廃合を進めたことで、更新・

耐震化を効率的に進めることができ

た。 

・財務基盤を拡大強化し、効率的・計

画的な施設整備を進めることが可能

となった。 

効率的な 

水運用 

 

 

 

・３市の給水区域は行政区域を

境界としており、境界を越え

た配水など効率的な水運用が

できなかった。 

 

・島内全域が１給水区域となったた

め、３市の行政区域の境界付近で他

市から配水を行うなど効率的な水運

用計画を立てることが可能となっ

た。 

 

② 危機管理体制 

項 目 事業統合前の課題 事業統合による効果 

危機管 

理体制 

 

 

 

・各団体に組織が分かれていた

ため、地震や事故等の危機時

の応援に時間を要することが

懸念されていた。 

 

・１組織となったこと、更には具体的

なマニュアル整備や実践的な訓練を

組織内で行うことで、地震や事故等の

危機時に迅速・的確な対応をとること

が可能となった。 

 

③ 安心・安全な水供給 

項 目 事業統合前の課題 事業統合による効果 

浄水施設 

の高度化 

 

 

 

 

 

・今後、水源水質の悪化や水質基準

の強化に伴い、これまでの浄水施設

では対応できず、高度な浄水施設

（膜処理、紫外線処理、活性炭処理

等）の整備が必要になると想定され

るが、多大な費用を要することから

個別的な対応には限界があった。 

・職員の浄水管理技術が向上し、

また、財務基盤を拡大強化した

ことによって、効率的・計画的

な施設整備を進めることが可

能となった。 
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④ 事業経営 

項 目 事業統合前の課題 事業統合による効果 

施設整備 

等 

 

 

 

・３市及び企業団が、それぞれ

個別的対応のエリアについて

必要最低限の施設を保有し、

可能な限り効率的な更新整備

に努めてきた。 

・県水受水や企業団の水源・浄水場を

有効活用して、浄水場等の統廃合を

行うことで、施設の更新・機能向上

に必要なコスト削減が可能となっ

た。 

組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 17 年の市町合併に伴う

水道事業統合により、既に民

間への管理委託の推進など個

別的対応として可能な限りの

組織のスリム化を進めてき

た。 

・水道事業職員数   83 人 

企業団   … 13 人 

   洲本市   … 29 人 

   南あわじ市 … 17 人 

   淡路市   … 24 人 

・総務、経理、計画部門を中心に重複

業務を集約し、更なる組織のスリム

化が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 運営・維持管理体制 

項 目 事業統合前の課題 事業統合による効果 

運営・ 

維持管理 

体制 

 

 

 

 

 

・各団体による小規模な組織体

制では、水道事業の運営・維

持管理に必要な経験・技術等

の継承や専門職員の確保が難

しく、職員の高齢化・退職、

異動等により、さらに難しく

なると想定されていた。 

 

・１組織に職員を集約でき、経験や技

術等を融合するとともに、専門職員

を確保し、職員研修を計画的に実施

することで、運営・維持管理体制さ

らには経営体制を強化し、経験・技

術等を確実に継承することが可能と

なった。 

 

 

⑥ 窓口サービス 

項 目 事業統合前の課題 事業統合による効果 

窓口 

サービス 

 

 

 

 

 

・合併を経て各市それぞれの水

道事業窓口がようやく市民に

定着してきたばかりだった。 

 

 

 

 

・事業統合後も組織体制を「現地解決

型」とし、３市にサービスセンター

を設け、従来と変わらないサービス

を行うとともに、ＩＴの活用により

需要者の情報を一元化したことで、

窓口サービスの迅速さ・的確さをさ

らに向上することが可能となった。 
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（2）事業統合後に残された将来的課題 

① 施設の統廃合 

淡路島では現在、多数の浄水場等の施設を有しており、これらについては更新、耐

震化、浄水施設の高度化に多額の投資を行う必要があるため、島内全域の施設配置を

詳細に検証し、施設の統廃合を行って効率的かつ渇水にも対応できる施設体制を再構

築する必要がある。 

 

② 民間委託の推進 

施設管理や需要者サービス業務を詳細に検証し、更なる効率化を目指して民間委託

を推進する必要がある。 

 

③ 新技術の情報収集と導入 

水道事業に係る技術革新の動向を注視、投資効率の向上や技術水準アップを図る必

要がある。 

 

④ 一般会計の財政支援 

淡路地域の水道事業は、施設整備や事業運営に多額の費用を要するため、統合後も

何らかの財政支援は不可欠である。そのため、繰出基準に基づく一般会計の財政支援

を確保する必要がある。 
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参考：水道施設の概要 

 

    水道施設の数            水源の概要 

区 分 数 
 

種 別 能力(㎥ /日) 構成比(％) 

水源 158  
 

表流水 20,381 16.5 

浄水場 51  
 

ダム水 30,095 24.3 

配水池等 152  
 

浅井戸 3,817 3.1 

加圧所 135  
 

深井戸 40,736 32.9 

計 496  
 

県水 28,800 23.2 

   
計 123,829 100.0 

 

 

  ≪ 本土導水 経路 ≫ 

 

 

明石海峡大橋 

淡路調整池 

淡路大加圧所 

三原浄水場 

（企業団事務所） 


